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Ⅰ　人事委員会
１　委員会の権限

⑴　行政的権限

ア　人事行政に関する事項について調査し、人事記録の管理及び人事に関する統計報告を作

成すること。

イ　給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶え

ず研究を行い、その成果を地方公共団体の長又は任命権者に提出すること。

ウ　人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意

見を申し出ること。

エ　人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。

オ　給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び

長に勧告すること。

カ　職員の競争試験、選考等に関する事務を行うこと。

キ　職員の給与が地方公務員法及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保するた

めに必要な範囲において、職員に対する給与の支払いを監理すること。

ク　職員の研修及び人事評価に関すること。

ケ　職員の苦情を処理すること。

コ　職員の退職管理に関すること。

サ　法律又は条例に基づき、その権限に属せしめられた事務（給料表に関する計画の立案及

び提出、職員団体の登録に関する事務、非現業職員の勤務条件に関する労働基準監督機関

の職権行使等）

⑵　準立法的権限

法律又は条例に基づき、その権限に属せしめられた事項に関し、人事委員会規則を制定す

ること。

⑶　準司法的権限

ア　職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査判定し、これに必要な

措置を執ること。

イ　職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定をすること。

ウ　学校医等に関わる公務災害補償に関する審査の請求を審査すること。
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2　委員会の構成

３　委員会の開催状況

職 氏　　　名 任　　　期 備　　　考

委 員 長 中　村　寿　夫
平27．７．26～
平31．７．25

弁護士

委員長職務
代 理 者

本　間　恵美子
平26．10．11～
平30．10．10

（元）公益財団法人
しまね文化振興財団
八雲立つ風土記の丘所長

委 員 長谷川　眞　二
平29．７．８～
平33．７．７

（元）島根県地域振興部長

回 年月日 議　　　　　　　　　　案

第1434回 29．４．26 付議事項
１．平成29年度島根県職員大学卒業程度採用試験の実施について
２．平成29年度島根県職員（獣医師）採用選考試験及び島根県職

員（薬剤師）採用選考試験の実施について
３．平成29年度島根県職員（研究員）採用選考試験の実施につい

て
４．平成29年度島根県職員（文化財研究員）採用選考試験の実施

について
５．平成29年度島根県警察官（大学卒）採用試験（第２回）の実

施について
６．職員の任用に関する権限を委任する規則の一部改正について
７．職員の任用に関する規則の一部改正について
８．合否判定要領の一部改正について
９．有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請について

協議事項
１．学校現場における意見交換会について

報告事項
１．平成29年職種別民間給与実態調査の実施について

第1435回 29．６．８ 付議事項
１．条例案に対する意見について

その他
１．採用計画の変更について
２．採用試験の応募状況について
３．今後の人事委員会等の開催予定について
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

第1436回 29．７．５ 付議事項
１．平成29年度島根県警察官（大学卒）採用試験（第１回）の合

格者の決定について
２．宿日直の許可について
３．有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請について

協議事項
１．神海丸実態調査の概要及び海事職（神海丸等）の処遇改善に

向けた今後の進め方について
２．身体障がい者採用選考試験の受験資格の見直しについて

その他
１．平成29年度島根県職員採用大学卒業程度試験の第２次試験面

接員（案）について
２．会計年度任用職員制度について
３．今後の人事委員会等の開催予定について

第1437回 29．７．19 付議事項
１．平成29年度島根県職員（獣医師）採用選考試験の合格者決定

について
２．平成29年度島根県職員（薬剤師）採用選考試験の合格者決定

について
３．平成29年度島根県職員（経験者）採用試験及び島根県職員（地

区別）採用試験の実施について
４．平成29年度島根県職員採用高校卒業程度試験及び島根県職員
（資格免許職）採用試験の実施について

５．平成29年度島根県警察官（高校卒業程度）採用試験の実施に
ついて

６．平成29年度身体障がい者を対象とした島根県職員採用選考試
験の実施について

７．平成29年度島根県職員（船舶乗組員）及び島根県職員（水産
練習船乗組員）採用選考試験の実施について

８．平成29年度島根県職員（鳥獣対策）採用選考試験の実施につ
いて

９．職員の任用に関する権限を委任する規則の一部改正について
10．職員の給与の支給に関する規則の一部改正について
11．初任給基準の改正に伴う在職者調整について

報告事項
１．平成29年職種別民間給与実態調査の実施状況について

その他
１．委員長職務代理者の指定
２．今後の人事委員会等の開催予定について
３．９月議会の日程について
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

第1438回 29．８．17 付議事項
１．平成29年度島根県職員採用大学卒業程度試験の合格者決定に

ついて
２．平成29年度島根県職員（研究員）採用選考試験の合格者決定

について
３．平成29年度島根県職員（文化財研究員）採用選考試験の合格

者決定について
その他

１．人事委員会勧告について
２．水産練習船「神海丸」乗組員の処遇改善要請への対応について

第1439回 29．９．７ 付議事項
１．平成29年度島根県警察官（大学卒）採用試験（第２回）の合

格者決定について
２．平成29年度島根県職員（職業訓練指導員）採用選考試験の実

施について
協議事項

１．人事委員会勧告について

第1440回 29．９．15 付議事項
１．平成29年度島根県職員（Ｕ・Ｉターン型経験者）採用選考試

験の実施について
協議事項

１．人事委員会勧告について

第1441回 29．９．28 付議事項
１．採用試験合否判定要領の改正について
２．研修、表彰等による昇給の対象となる研修、表彰について

協議事項
１．人事委員会勧告について

その他
１．11月議会の日程について

第1442回 29．10．３ 付議事項
１．平成29年度島根県職員（船舶乗組員）採用選考試験及び島根
県職員（水産練習船乗組員）採用選考試験の合格者決定について

２．平成29年度島根県職員（水産練習船乗組員）採用選考試験（第
２回）の実施について

３．人事委員会勧告について
協議事項

１．追加募集の実施について
２．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

その他
１．今後の人事委員会等の開催予定について

第1443回 29．11．14 付議事項
１．平成29年度島根県職員採用高校卒業程度試験の合格者決定に

ついて
２．平成29年度島根県職員（資格免許職）採用試験の合格者決定

について
３．平成29年度島根県警察官（高校卒業程度）採用試験の合格者

決定について
４．平成29年度身体障がい者を対象とした島根県職員採用選考試

験の合格者決定について
５．平成29年度島根県職員（獣医師）採用個別選考試験の合格者

決定について
６．平成29年度島根県職員採用大学卒業程度試験（第２回）の実

施について
７．平成29年度島根県職員（資格免許職）採用試験（第２回）の

実施について
８．平成29年度島根県職員（Ｕ・Ｉターン型経験者）採用選考試

験（第２回）の実施について
９．平成29年度身体障がい者を対象とした島根県職員採用選考試

験（第２回）の実施について
10．条例案に対する意見について

協議事項
１．条例案に対する意見について

報告事項
１．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について

その他
１．一般任期付職員の採用選考試験の実施について
２．今後の人事委員会等の開催予定について

第1444回 29．12．６ 付議事項
１．平成29年度島根県職員（経験者）採用試験の合格者決定について
２．平成29年度島根県職員（地区別）採用試験の合格者決定について
３．平成29年度島根県職員（Ｕ・Ｉターン型経験者）採用選考試

験の合格者決定について
４．平成29年度島根県職員（鳥獣対策）採用選考試験の合格者決

定について
５．平成29年度島根県職員（職業訓練指導員）採用選考試験の合

格者決定について
６．退職手当条例の改正案に対する意見について
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

７．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について
８．教育委員会規則の改正について

協議事項
１．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について
２．通勤手当及び単身赴任手当について
３．島根県人事委員会事務局の組織及び処務に関する規則の一部

改正について
報告事項

１．条例案に対する意見について
その他

１．２月議会の日程について

第1445回 29．12．22 付議事項
１．平成29年度島根県職員（水産練習船乗組員）採用選考試験（第

２回）の合格者決定について
２．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について
３．教育委員会規則の改正について

協議事項
１．討論型個別面接試験の見直しについて
２．海事職の処遇改善について

報告事項
１．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について
２．島根県人事委員会事務局の組織及び処務に関する規則の一部

改正について
その他

１．平成30年度中人協委員全員会議の日程について

第1446回 30．１．25 付議事項
１．平成29年度島根県職員採用大学卒業程度試験（第２回）の合

格者決定について
２．平成29年度島根県職員（Ｕ・Ｉターン型経験者）採用選考試

験（第２回）の合格者決定について
３．平成29年度身体障がい者を対象とした島根県職員採用選考試

験（第２回）の合格者決定について
４．職員の任用に関する権限の委任について
５．解雇予告除外認定について

協議事項
１．診療放射線技師採用試験の見直しについて

報告事項
１．平成29年度島根県職員（資格免許職）採用試験（第２回）の

結果について
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

その他
１．平成30年度中人協委員全員会議の日程について

第1447回 30．２．14 付議事項
１．条例案に対する意見について
２．職員の採用選考について

協議事項
１．平成30年度職員採用試験の実施予定について

報告事項
１．勤務時間に関する調査について

その他
１．今後の人事委員会等の日程について

第1448回 30．３．１ 付議事項
１．平成30年度島根県警察官（大学卒）採用試験（第１回）の実

施について
２．職員の採用選考について
３．人事委員会規則（服務関係）の一部改正について

報告事項
１．平成29年度労働基準及び労働安全衛生実態調査について

第1449回 30．３．14 付議事項
１．人事委員会事務局職員の人事異動について
２．行政組織の改正等に伴う職務の級及び管理職手当の決定につ

いて
協議事項

１．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について
２．初任給基準の改正に伴う在職者調整について

第1450回 30．３．23 付議事項
１．職員の採用選考について
２．職員の任用に関する細則の一部改正について
３．級別職務分類に関する細則の一部改正について
４．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について
５．教育委員会規則（給与関係）の一部改正について

報告事項
１．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について
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Ⅱ　人事委員会事務局
１　組織及び職員の配置

⑴　組　　織

事務局長 企画課長

給与グループ

任用グループ

⑵　職員の配置
（単位：人）

区　　…分

職　　　　　　　　名

計
局　長 課　長 グループ

リーダー 主　幹 企画員 主　任 主　事

事 務 局 長 1 1

企 画 課 長 1 1

任用グループ 1 2 1 4

給与グループ 1 1 1 1 4

計 1 1 2 1 3 2 10
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２　事 務 分 掌
　　企画課

　　（任用グループ）

１．人事委員会の議事に関すること。

２．任用制度に関すること。

３．採用試験に関すること。

４．選考に関すること。

５．勤務時間その他の勤務条件の制度に関すること。

６．勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。

７．不利益処分についての審査請求の審査に関すること。

８．職員からの苦情相談に関すること。

９．労働基準監督機関の職権の行使に関すること（３６協定関係に限る。）。

10．退職管理に関すること。

11．分限、懲戒及び処分に関すること。

12．事務局職員の人事及び服務並びに福利厚生に関すること。

13．文書管理及び公印の管守に関すること。

14．予算、経理その他庶務事務に関すること。

　　（給与グループ）

１．給与制度に関すること。

２．職員給与及び民間給与の実態調査に関すること。

３．給与の支払監理に関すること。

４．管理職員等の範囲、職員団体の登録に関すること。

５．労働基準監督機関の職権の行使に関すること。
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３　公平委員会事務の受託団体
　　平成29年度末で公平委員会の事務を受託している団体は、次のとおりである。

町 村 名 職 員 数 受託年月日 町 村 名 職 員 数 受託年月日

奥 出 雲 町 246 Ｈ17．３．31 吉 賀 町 99 Ｈ17．10．１

飯 南 町 144 Ｈ17．１．１ 隠岐の島町 262 Ｈ16．10．１

川 本 町 59 Ｓ41．４．１ 海 士 町 76 Ｓ41．４．１

美 郷 町 98 Ｈ16．10．１ 西 ノ 島 町 80 Ｓ41．４．１

邑 南 町 208 Ｈ16．10．１ 知 夫 村 36 Ｓ41．４．１

津 和 野 町 140 Ｈ17．９．25 計 1,448

○　町　　　村

○　一部事務組合等

一部事務組合等名 事務所の所在地 職 員 数 受託年月日

鹿足郡養護老人ホーム組合 吉賀町六日市263 17 Ｓ47．４．１

鹿足郡事務組合 津和野町滝元668 9 Ｓ47．11．１

島前町村組合 西ノ島町美田2071-1 57 Ｓ52．４．１

雲南市・飯南町事務組合 雲南市掛合町掛合1261-3 33 Ｓ59．４．１

鹿足郡不燃物処理組合 吉賀町六日市幸地1319 2 Ｓ60．７．１

島根県市町村総合事務組合
松江市殿町8-3
市町村振興センター内

7 Ｈ５．４．１

邑智郡公立病院組合
邑南町中野3848-2
公立邑智病院内

108 Ｈ５．８．１

邑智郡総合事務組合 川本町大字川本332-15 25 Ｈ６．８．１

雲南広域連合 雲南市木次町里方1100-6 117 Ｈ11．10．１

隠岐広域連合 隠岐の島町都万2016 242 Ｈ11．10．１

島根県後期高齢者医療広域連合
松江市殿町8-3
市町村振興センター内

22 Ｈ19．４．１

計 639

※職員数は、平成29年地方公務員給与実態調査による。
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Ⅲ　任 用 業 務
１　競 争 試 験

⑴　採 用 試 験

県職員採用試験については、昭和56年度まで実施していた級別（上級、中級、初級職）試

験制度を改め、昭和57年度からは、程度別（大学卒業程度、高校卒業程度）試験を採用して

現在に至る。また、選考職種であった資格又は免許を必要とする職についても逐次競争試験

に切り替え、昭和59年度から資格免許職試験として実施している。

平成４年度からは、民間企業等で培われた経験を県行政の展開の中で有効に生かせる人材

を求めた「経験者試験」を実施するほか、平成６年度からは、石見、隠岐地区における人材

の確保、住民サービスの向上及び定住の促進を図るために「地区別試験」を実施してきた。

一方、受験者確保のため、県外試験場の設置（東京：平成３年度～・大阪：平成４年度～）

や、募集活動、受験申込みへのインターネットの活用など情報化に対応した取り組みも行っ

てきている。

平成19年度からは、警察本部機動隊への配属を前提とした警察官（武道）採用試験を新た

に実施し、平成20年度からは、看護師、臨床検査技師等一部の職についての採用の選考権限

を病院局へ委任した。

平成22年度からは、大学卒業程度試験の「行政」区分については、１次試験科目に「個別

面接」を追加し、人物評価を重視した採用をより一層推し進めた。

平成25年度からは、大学卒業程度試験の「行政」及び「警察事務」区分について、多様な

人材が受験しやすくするため専門試験の解答数を40題から20題に減らし、試験時間を120分

から90分に短縮した。専門試験の配点を減らすとともに、「行政」区分については第２次試

験で討論型個別面接を導入し、集団討論を廃止した。

平成28年度は、受験年齢の見直しを行い、大学卒業程度試験「行政」区分の受験年齢上限

を32歳から29歳に引き下げ、経験者採用試験「行政」区分の対象年齢を「25歳～35歳」から

「30歳～37歳」に変更したほか、地区別採用試験でも変更を行った。また、経験者採用試験

について、幅広い経験を持った多様な人材を確保するため、自己アピール論文試験及び自己

PR型個別面接試験を導入した。

平成29年度は保健師の採用試験について実施時期の早期化を図り、大学卒業程度試験の中

で実施した。また、経験者採用試験「行政」以外の対象年齢を「33歳～37歳」から「33歳～

40歳」に変更した。

本年度の実施状況については、大学卒業程度試験では17区分で実施し、採用予定数は122

人と前年の112人を上回ったが、受験者数は前年をやや下回った。高校卒業程度試験では８

区分で実施し、採用予定者数は35人と前年を上回ったが、受験者数は前年を下回った。

その他の競争試験としては、資格免許職試験（３区分）と警察官採用試験を実施した。警

察官採用試験では大学卒の試験について、５月に実施している10月採用区分に４月採用区分

を追加した。また、大学卒、高卒程度ともに身体検査項目のうち「身長」「体重」「胸囲」に

かかる基準を撤廃した。
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試験の
種　類

試…験…区…分 受　験　資　格

試　験　日　程 試　験　内　容

受　付
期　間

第１次
試　験

第２次
試　験

第１次試験 第２次試験

大学卒業
程度試験

行政・化学・
心理・児童
福祉・保健
師・食品衛
生・農業・
畜産・林業・
水産・総合
土木・建築・
機械・電気・
警察事務・
警察法医・
警察機械

［行政］
昭和63年４月２
日から平成８年
４月１日までに
生まれた者若し
くは平成８年４
月２日以降に生
まれた者で、学
校教育法による
大学を卒業した
者又は平成30年
３月31日までに
卒業見込みの者
［行政を除く試
験区分］
昭和60年４月２
日から平成８年
４月１日までに
生まれた者若し
くは平成８年４
月２日以降に生
まれた者で、学
校教育法による
大学を卒業した
者又は平成30年
３月31日までに
卒業見込みの者

５月８日
から
５月26日
まで

６月25日 ７月29日
から
８月３日
まで

教養試験
五肢択一式
50問150分

専門試験
五肢択一式
40問120分
五肢択一式
55問から20
問自由選択
90分　
（行政・警
察事務）

個別面接
（行政のみ）

人物試験
個別面接
討論型個別
面接（行政
のみ）

論文試験
適性検査
筆記実技　
（建築のみ）

畜産・林業・
埋蔵文化財
保護

11月27日
から
12月19日
まで

１月６日
から
１月７日
まで

－ 教養試験
五肢択一式
40問120分

専門試験
五肢択一式
40問120分
（畜産・林業）
択一式及び
記述式
（埋蔵文化
財保護）

人物試験
個別面接

論文試験
適性検査

－

ア　試験実施概要
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試験の
種　類

試…験…区…分 受　験　資　格

試　験　日　程 試　験　内　容

受　付
期　間

第１次
試　験

第２次
試　験

第１次試験 第２次試験

高校卒業
程度試験

一般事務・
総合土木・
学校事務
Ａ，Ｂ（出雲）・
学校事務
Ａ，Ｂ（石見）・
学校事務
Ａ（隠岐）・
警察事務

［学校事務Ａ］
昭和63年４月２
日から平成８年
４月１日までに
生まれた者
［学校事務Ａを
除く試験区分］
平成８年４月２
日から平成12年
４月１日までに
生まれた者

７月24日
から
８月25日
まで

９月24日 10月22日
から
10月25日
まで

教養試験
五肢択一式　
50問120分

専門試験
五肢択一式　
40問120分
（総合土木
のみ）　　　　　　　　　

人物試験
個別面接

作文試験
適性検査

資格免許
職 試 験

精神保健福
祉士

昭和63年４月２
日以降に生まれ
た者で、精神保
健福祉士の免許
を有する者（取
得見込み含む）

７月24日
から
８月25日
まで

９月24日 10月22日
から
10月25日
まで

教養試験　　
五肢択一式　
50問150分

専門試験　
五肢択一式　
40問120分　　　　　　　

人物試験
個別面接

作文試験
適性検査

診療放射線
技師

平成元年４月２
日以降に生まれ
た者で、診療放
射線技師の免許
を有する者（取
得見込み含む）

同上 同上 同上 同上 同上

歯科衛生士 平成２年４月２
日以降に生まれ
た者で、歯科衛
生士の免許を有
する者（取得見
込み含む）

同上 同上 同上 同上 同上
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試験の
種　類

試…験…区…分 受　験　資　格

試　験　日　程 試　験　内　容

受　付
期　間

第１次
試　験

第２次
試　験

第１次試験 第２次試験

資格免許
職 試 験

診療放射線
技師

平成元年４月２
日以降に生まれ
た者で、診療放
射線技師の免許
を有する者（取
得見込み含む）

11月27日
から
12月19日
まで

１月６日
から
１月７日
まで

－ 教養試験
五肢択一式　
40問120分

専門試験
五肢択一式　
40問120分

人物試験
個別面接

作文試験
適性検査　　　　　　　

－

経 験 者
採用試験

行政 昭和55年４月２
日から昭和63年
４月１日までに
生まれた者

８月７日
から
９月15日
まで

10月15日 11月25日
から
11月26日
まで

教養試験
五肢択一式……
50問120分

自己アピール
論文試験
自己ＰＲ型面
接試験

人物試験　
個別面接

適性検査

水産・電気 昭和52年４月２
日から昭和60年
４月１日までに
生まれた者

同上 同上 11月26日 教養試験…
五肢択一式……
50問120分

専門試験
五肢択一式　
30問90分

自己アピール
論文試験

人物試験
個別面接

適性検査

地 区 別
採用試験

一…般…事…務
（石見地区）・
一…般…事…務
（隠岐地区）

昭和57年４月２
日から平成８年
４月１日までに
生まれた者

８月７日
から
９月15日
まで

10月15日 11月25日
から
11月26日
まで

教養試験
五肢択一式………
50問120分

作文試験

人物試験
個別面接

適性検査
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試験の
種　類

試…験…区…分 受　験　資　格

試　験　日　程 試　験　内　容

受　付
期　間

第１次
試　験

第２次
試　験

第１次試験 第２次試験

警 察 官
（大学卒・
第１回）
試 験

10月採用
男性…・
10月採用
女性…

昭和58年４月２
日以降に生まれ
た者で、学校教
育法による大学
を卒業した者（９
月30日までの卒
業見込者含む）

３月16日
から
４月24日
まで

５月14日 ６月18日
から
６月20日
まで

教養試験
五肢択一式
50問150分

身体・体力検
査
特技加点

人物試験
個別面接

作文試験
適性検査
身体検査

４月採用
男性・
４月採用
女性

昭和59年４月２
日以降に生まれ
た者で、学校教
育法による大学
を卒業した者（卒
業見込者含む）

同上 同上 同上 同上 同上

警…察…官
（大学卒・
第２回）
試 験

男性…・
女性…・
武道

［男性・女性］
昭和59年４月２
日以降に生まれ
た者で、学校教
育法による大学
を卒業した者（卒
業見込者含む）
［武道］
次のア及びイに
該当する者
ア　平成３年４

月２日以降に
生まれた男性
で、学校教育
法による大学
を卒業した者

（卒業見込者
含む）

イ　柔道又は剣
道の段位３段
以上の者

５月15日
から
６月14日
まで

７月９日 ８月19日
から
８月22日
まで

教養試験…
五肢択一式……
50問150分

身体・体力検
査
（武道は身体
検査のみ）

特技加点
（武道を除く）

人物試験
個別面接

作文試験
適性検査
身体検査
専門実技試験
（武道のみ）
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試験の
種　類

試…験…区…分 受　験　資　格

試　験　日　程 試　験　内　容

受　付
期　間

第１次
試　験

第２次
試　験

第１次試験 第２次試験

警 察 官
（高校卒
業程度）
試 … 験　

男性…・
女性…・
武道

［男性・女性］
昭和59年４月２
日から平成12年
４月１日までに
生まれた者（た
だし、学校教育
法による大学を
卒業した者及び
卒業見込みの者
を除く）
［武道］
次のア及びイの
いずれにも該当
する者
ア　平成３年４

月２日から平
成12年４月１
日までに生ま
れた男性（た
だし、学校教
育法による大
学を卒業した
者及び卒業見
込みの者を除
く）

イ　柔道又は剣
道の段位３段
以上の者（柔
道は、平成30
年３月31日ま
でに高校卒業
見込みの者に
限り、段位２
段以上）

７月24日
から
８月25日
まで

９月17日 10月29日　　　
から
10月31日
まで

教養試験…
五肢択一式
50問120分

身体・体力検
査
（武道は身体
検査のみ）

特技加点
（武道を除く）

人物試験
個別面接

作文試験
適性検査
身体検査
専門実技試験
（武道のみ）
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A
）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最
終
倍
率

B
/D

採
用
者
数

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１
現
在

大 学 卒 業 程 度

行
政

50
男

14
3

11
2

1
1

11
4

79
.7%

55
1

56
54

26
26

22
.8%

4.4
23

女
68

51
2

1
54

79
.4%

33
1

1
35

35
23

1
1

25
46

.3%
2.2

24
計

21
1
16
3

3
1

1
16
8
79
.6%

88
1

1
1
91

89
49

1
1
51
30
.4%

3.3
47

化
学

4
男

17
15

15
88

.2%
10

10
9

4
4

26
.7%

3.8
4

女
4

3
3

75
.0%

0
計

21
18

18
85
.7%

10
10

9
4

4
22
.2%

4.5
4

心
理

3
男

4
3

3
75

.0%
2

2
2

0
0.0

%
女

6
6

6
10

0.0
%

4
4

4
3

3
50

.0%
2.0

3
計

10
9

9
90
.0%

6
6

6
3

3
33
.3%

3.0
3

児
童

福
祉

4
男

6
6

6
10

0.0
%

3
3

3
2

2
33

.3%
3.0

2
女

2
2

2
10

0.0
%

2
2

2
2

2
10

0.0
%

1.0
1

計
8

8
8
10
0.0
%

5
5

5
4

4
50
.0%

2.0
3

保
健

師
5

男
1

1
1
10

0.0
%

1
1

女
11

10
1

11
10

0.0
%

10
10

9
7

7
63

.6%
1.6

5
計

12
11

1
12
10
0.0
%

11
11

9
7

7
58
.3%

1.7
5

食
品

衛
生

2
男

2
2

2
10

0.0
%

1
1

1
1

1
50

.0%
2.0

1
女

7
6

6
85

.7%
5

5
5

3
3

50
.0%

2.0
3

計
9

8
8
88
.9%

6
6

6
4

4
50
.0%

2.0
4

農
業

8
男

18
17

17
94

.4%
12

12
12

3
3

17
.6%

5.7
3

女
10

9
9

90
.0%

8
8

8
6

6
66

.7%
1.5

5
計

28
26

26
92
.9%

20
20

20
9

9
34
.6%

2.9
8

畜
産

2
男 女

3
2

2
66

.7%
1

1
1

1
1

50
.0%

2.0
1

計
3

2
2
66
.7%

1
1

1
1

1
50
.0%

2.0
1

林
業

男
9

6
6

66
.7%

5
5

5
5

5
83

.3%
1.2

4
8

女
5

4
4

80
.0%

2
2

2
1

1
25

.0%
4.0

1
計

14
10

10
71
.4%

7
7

7
6

6
60
.0%

1.7
5

水
産

男
10

6
6

60
.0%

6
6

6
3

3
50

.0%
2.0

3
3

女
0

計
10

6
6
60
.0%

6
6

6
3

3
50
.0%

2.0
3

総
合

土
木

男
26

20
2

22
84

.6%
16

2
18

17
10

2
12

54
.5%

1.8
12

19
女

5
2

3
5
10

0.0
%

2
1

3
3

2
1

3
60

.0%
1.7

1
計

31
22

5
27
87
.1%

18
3
21

20
12

3
15
55
.6%

1.8
13

イ
　

試
験

実
施

結
果
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A
）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最
終
倍
率

B
/D

採
用
者
数

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１
現
在

大 学 卒 業 程 度

建
築

男
5

4
1

5
10

0.0
%

4
1

5
5

1
1

2
40

.0%
2.5

2
2

女
2

1
1

2
10

0.0
%

1
1

計
7

5
1

1
7
10
0.0
%

5
1

6
5

1
1

2
28
.6%

3.5
2

機
械

男
3

1
1

33
.3%

1
1

1
1

1
10

0.0
%

1.0
1

1
女

0
計

3
1

1
33
.3%

1
1

1
1

1
10
0.0
%

1.0
1

電
気

男
13

6
2

8
61

.5%
5

1
6

5
2

1
3

37
.5%

2.7
3

3
女

0
計

13
6

2
8
61
.5%

5
1

6
5

2
1

3
37
.5%

2.7
3

警
察

事
務

男
13

9
1

10
76

.9%
5

5
5

2
2

20
.0%

5.0
2

6
女

19
14

1
1

16
84

.2%
9

1
1

11
11

3
1

4
25

.0%
4.0

3
計

32
23

1
1

1
26
81
.3%

14
1

1
16

16
5

1
6
23
.1%

4.3
5

警
察

法
医

男
6

6
6
10

0.0
%

3
3

3
1

1
16

.7%
6.0

1
1

女
9

6
6

66
.7%

2
2

2
0

0.0
%

計
15

12
12
80
.0%

5
5

5
1

1
8.3
%

12
.0

1

警
察

機
械

男
2

1
1

50
.0%

1
1

1
1

1
10

0.0
%

1.0
1

1
女

1
0

0.0
%

計
3

1
1
33
.3%

1
1

1
1

1
10
0.0
%

1.0
1

畜
産

（
１

月
実

施
）

男
第

２
次

試
験

な
し

1
女

1
1

1
10

0.0
%

計
1

1
1
10
0.0
%

0
0.0
%

林
業

（
１

月
実

施
）

男
4

4
4
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
25

.0%
4.0

1
1

女
0

計
4

4
4
10
0.0
%

1
1
25
.0%

4.0
1

埋
蔵

文
化

財
保

護
（

１
月

実
施

）

男
9

7
7

77
.8%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
14

.3%
7.0

1
1

女
3

3
3
10

0.0
%

計
12

10
10
83
.3%

1
1
10
.0%

10
.0

1

合
　

　
計

男
29

1
22

6
2

1
5

23
4

80
.4%

13
0

0
1

4
13

5
12

9
64

0
0

4
68

29
.1%

3.4
64

12
5

女
15

6
12

0
3

1
6

13
0

83
.3%

79
1

1
3

84
82

51
1

0
3

55
42

.3%
2.4

47
計

44
7

34
6

5
2

11
36

4
81

.4%
20

9
1

2
7

21
9

21
1

11
5

1
0

7
12

3
33

.8%
3.0

11
1

第
１
次
試
験
：
６
月
25
日
　
　
第
２
次
試
験
：
７
月
29
日
～
８
月
3日

畜
産
、
林
業
、
埋
蔵
文
化
財
保
護
（
１
月
実
施
）　

１
月
６
日
～
７
日
（
第
２
次
試
験
な
し
）
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A
）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最
終
倍
率

B
/D

採
用
者
数

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１
現
在

高 校 卒 業 程 度

一
般

事
務

男
49

1
31

13
45

91
.8%

12
6

18
17

5
2

7
15

.6%
6.4

5
11

女
17

6
8

2
16

94
.1%

4
4

2
10

10
3

4
2

9
56

.3%
1.8

9
計

66
7
39

15
61
92
.4%

4
16

8
28

27
3

9
4
16
26
.2%

3.8
14

総
合

土
木

男
20

12
5

17
85

.0%
10

5
15

15
9

3
12

70
.6%

1.4
7

10
女

3
1

2
3
10

0.0
%

1
2

3
3

1
2

3
10

0.0
%

1.0
2

計
23

13
7
20
87
.0%

11
7
18

18
10

5
15
75
.0%

1.3
9

学
校

事
務

Ａ
（

出
雲

地
区

）

男
29

11
1

4
6

22
75

.9%
2

3
5

5
2

2
9.1

%
11

.0
1

4
女

36
18

4
3

5
30

83
.3%

5
5

5
2

2
6.7

%
15

.0
1

計
65

29
5

7
11

52
80
.0%

7
3
10

10
4

4
7.7
%

13
.0

2

学
校

事
務

Ａ
（

石
見

地
区

）

男
12

9
1

1
11

91
.7%

6
6

5
2

2
18

.2%
5.5

2
3

女
8

6
1

1
8
10

0.0
%

1
1

2
2

1
1

12
.5%

8.0
0

計
20

15
1

2
1
19
95
.0%

7
1

8
7

3
3
15
.8%

6.3
2

学
校

事
務

Ａ
（

隠
岐

地
区

）

男
3

2
2

66
.7%

2
2

1
1

1
50

.0%
2.0

1
1

女
1

1
1
10

0.0
%

1
1

1
0

0.0
%

0
計

4
1

2
3
75
.0%

1
2

3
2

1
1
33
.3%

3.0
1

学
校

事
務

Ｂ
（

出
雲

地
区

）

男
11

2
5

3
10

90
.9%

1
1

1
3

3
1

1
10

.0%
10

.0
0

2
女

9
3

4
1

8
88

.9%
2

1
3

2
1

1
12

.5%
8.0

1
計

20
5

9
4
18
90
.0%

1
3

2
6

5
2

2
11
.1%

9.0
1

学
校

事
務

Ｂ
（

石
見

地
区

）

男
3

1
2

3
10

0.0
%

1
2

3
3

1
1

33
.3%

3.0
1

1
女

0
計

3
1

2
3
10
0.0
%

1
2

3
3

1
1
33
.3%

3.0
1

警
察

事
務

男
17

11
5

16
94

.1%
3

2
5

5
2

2
12

.5%
8.0

1
3

女
23

4
15

3
22

95
.7%

5
1

6
6

5
1

6
27

.3%
3.7

5
計

40
4
26

8
38
95
.0%

8
3
11

11
7

1
8
21
.1%

4.8
6

合
　

　
計

男
14

4
20

4
65

37
12

6
87

.5%
8

1
27

21
57

54
4

0
16

8
28

22
.2%

4.5
18

35
女

97
25

18
32

13
88

90
.7%

7
5

12
6

30
29

3
3

10
6

22
25

.0%
4.0

18
計

24
1

45
22

97
50

21
4

88
.8%

15
6

39
27

87
83

7
3

26
14

50
23

.4%
4.3

36
第
１
次
試
験
：
9月

24
日
　
　
第
2次

試
験
：
10
月
22
日
～
25
日
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A
）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最
終
倍
率

B
/D

採
用
者
数

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１
現
在

資 格 免 許 職

精
神

保
健

福
祉

士

男
2

2
2
10

0.0
%

2
2

2
1

1
50

.0%
2.0

1
1

女 計
2

2
2
10
0.0
%

2
2

2
1

1
50
.0%

2.0
1

診
療

放
射

線
技

師

男
2

0
0.0

%
1

女 計
2

0
0.0
%

0
0

歯
科

衛
生

士
男

1
女

2
2

2
10

0.0
%

1
1

1
1

1
50

.0%
2.0

1
計

2
2

2
10
0.0
%

1
1

1
1

1
50
.0%

2.0
1

診
療

放
射

線
技

師
（

１
月

実
施

）

男
1

0
0.0

%
1

女 計
1

0
0.0
%

0
0

合
　

　
計

男
5

2
0

0
0

2
40

.0%
2

0
0

0
2

2
1

0
0

0
1

50
.0%

2.0
1

4
女

2
0

0
0

2
2

10
0.0

%
0

0
0

1
1

1
0

0
0

1
1

50
.0%

2.0
1

計
7

2
0

0
2

4
57

.1%
2

0
0

1
3

3
1

0
0

1
2

50
.0%

2.0
2

第
１
次
試
験
：
９
月
24
日
　
　
第
２
次
試
験
：
10
月
22
日
～
25
日
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A
）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最
終
倍
率

B
/D

採
用
者
数

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１
現
在

経 　 験 　 者

行
政

男
11

4
71

2
10

83
72

.8%
23

3
26

26
11

11
13

.3%
7.5

10
14

女
29

17
4

1
2

24
82

.8%
6

1
1

8
8

3
1

4
16

.7%
6.0

4
計

14
3
88

4
3
12
10
7
74
.8%

29
1

4
34

34
14

1
15
14
.0%

7.1
14

水
産

男
2

1
1

50
.0%

1
1

1
0

0.0
%

1
女

1
1

1
10

0.0
%

0
計

3
2

2
66
.7%

1
1

1
0
0.0
%

電
気

男
4

2
2

4
10

0.0
%

2
1

3
3

1
1

2
50

.0%
2.0

2
2

女 計
4

2
2

4
10
0.0
%

2
1

3
3

1
1

2
50
.0%

2.0
2

合
　

　
計

男
12

0
74

0
2

12
88

73
.3%

26
0

0
4

30
30

12
0

0
1

13
14

.8%
6.8

12
17

女
30

18
4

1
2

25
83

.3%
6

0
1

1
8

8
3

0
0

1
4

16
.0%

6.3
4

計
15

0
92

4
3

14
11

3
75

.3%
32

0
1

5
38

38
15

0
0

2
17

15
.0%

6.6
16

試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A
）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最
終
倍
率

B
/D

採
用
者
数

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１
現
在

地 　 区 　 別

一
般

事
務

（石
見

地
区

）

男
31

13
1

1
2

17
54

.8%
7

7
6

0
0.0

%
2

女
9

6
1

1
1

9
10

0.0
%

3
3

2
2

2
22

.2%
4.5

2
計

40
19

2
2

3
26
65
.0%

10
10

8
2

2
7.7
%

13
.0

2

一
般

事
務

（隠
岐

地
区

）

男
8

3
1

4
50

.0%
1

1
2

1
0

0.0
%

1
女

8
3

1
2

6
75

.0%
3

2
5

2
1

1
16

.7%
6.0

1
計

16
6

1
3
10
62
.5%

4
3

7
3

1
1
10
.0%

10
.0

1

合
　

　
計

男
39

16
1

1
3

21
53

.8%
8

0
0

1
9

7
0

0
0

0
0

0.0
%

0
3

女
17

9
1

2
3

15
88

.2%
6

0
0

2
8

4
2

0
0

1
3

20
.0%

5.0
3

計
56

25
2

3
6

36
64

.3%
14

0
0

3
17

11
2

0
0

1
3

8.3
%

12
.0

3

第
１
次
試
験
：
…1
0月

15
日
　
　
第
２
次
試
験
：
11
月
25
日
～
26
日

第
１
次
試
験
：
…1
0月

15
日
　
　
第
２
次
試
験
：
11
月
25
日
～
26
日
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A
）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最
終
倍
率

B
/D

採
用
者
数

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１
現
在

警 　 　 察 　 　 官

大
学

卒
第

1
回

（1
0月

採
用

）

10
男

45
21

21
46

.7%
15

15
15

7
7

33
.3%

3.0
6

2
女

8
3

3
37

.5%
2

2
2

1
1

33
.3%

3.0
12

計
53

24
24
45
.3%

17
17

17
8

8
33
.3%

3.0
6

大
学

卒
第

1
回

（４
月

採
用

）

25
男

14
1

94
94

66
.7%

78
78

58
33

33
35

.1%
2.8

17
8

女
34

23
23

67
.6%

16
16

12
7

7
30

.4%
3.3

3
33

計
17
5
11
7

11
7
66
.9%

94
94

70
40

40
34
.2%

2.9
20

大
学

卒
第

2
回

12
男

15
7

84
84

53
.5%

55
55

26
14

14
16

.7%
6.0

7
3

女
43

25
25

58
.1%

16
16

13
7

7
28

.0%
3.6

4
15

計
20
0
10
9

10
9
54
.5%

71
71

39
21

21
19
.3%

5.2
11

大
学

卒
第

2
回

（
武

道
）

1
男

7
3

3
42

.9%
2

2
1

0
0.0

%
女

1
計

7
3

3
42
.9%

2
2

1
0
0.0
%

0

高
校

卒
業

程
度

10
男

89
50

10
60

67
.4%

43
8

51
49

14
1

15
25

.0%
4.0

15
2

女
25

1
17

4
22

88
.0%

1
8

3
12

11
5

1
6

27
.3%

3.7
6

12
計

11
4

1
67

14
82
71
.9%

1
51

11
63

60
19

2
21
25
.6%

3.9
21

高
校

卒
業

程
度

（
武

道
）

1
男

3
2

2
66

.7%
2

2
2

1
1

50
.0%

2.0
1

女
1

計
3

2
2
66
.7%

2
2

2
1

1
50
.0%

2.0
1

合
　

　
計

59
男

44
2

20
2

0
52

10
26

4
59

.7%
15

0
0

45
8

20
3

15
1

54
0

15
1

70
26

.5%
3.8

46
15

女
11

0
51

1
17

4
73

66
.4%

34
1

8
3

46
38

15
0

5
1

21
28

.8%
3.5

13
74

計
55

2
25

3
1

69
14

33
7

61
.1%

18
4

1
53

11
24

9
18

9
69

0
20

2
91

27
.0%

3.7
59

大
学
卒
（
第
１
回
）
…
第
１
次
試
験
：
５
月
14
日
、
第
２
次
試
験
：
６
月
18
日
～
20
日

大
学
卒
（
第
２
回
）
…
第
１
次
試
験
：
７
月
９
日
、
第
２
次
試
験
：
８
月
19
日
～
22
日

高
校
卒
業
程
度
…
…
…
第
１
次
試
験
：
９
月
17
日
、
第
２
次
試
験
：
10
月
28
日
～
31
日
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２　選　　　考
　職員の採用選考の状況は、⑴及び⑵のとおりである。

⑴　採 用 選 考

ア　適用根拠規定状況

部　　局
規　　定 知事部局 病院局 教育委員会 警察本部 委員会等 計

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則

第
14
条
第
１
号

細則第７条第１号・２号・
８号
（行政職３級以上・公安
職４級以上）

人 人 人 人 人 人

14
（９）

― １ 21
（21）

２
（１）

38
（31）

細則第７条第３号
（海事職）

1 ― 3 ― ― 4

細則第７条第４号
（研究職の２級以上）

3 ― 2 ― ― 5

細則第７条第５号～７号、
９～11号
（医療職）

9 54 ― ― ― 63

第14条第４号
（他の地方公共団体又は国の
在職者）

4
（4）

― ―
4

（4）
―

8
（8）

第14条第５号
（かつて職員であった者）

― ― ― ― ― ―

第14条第６号・10号
（競争試験を行うことが不適
当な職）

5 3 ― 1 ― 9

第14条第９号
（任命権者に委任）

― ― ― ― ― ―

地方公共団体の一般職の任期付職員
の採用に関する法律第３条

6 ― ― ― ― 6

地方公共団体の一般職の任期付研究
員の採用等に関する法律第３条

― ― ― ― ― ―

合　　　　　　計
42

（13）
57 6 26

（25）
2

（1）
133

（39）

（注）（　）内は割愛採用で、内数である。
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イ　職種別状況

部　　局
職　　種 知事部局 病院局 教育委員会 警察本部 委員会等 計

行 政 職

部・ 次 長 級 1 1

課 長 級 2 1 3

グループリーダー 1 1

企 画 員 1 1

主任・主任主事・
主任技師・主事・
技 師 級

18 3 1 1 2 25

計 23 3 1 2 2 31

公 安 職

警 視 7 7

警部・警部補級 13 13

巡 査 部 長 4 4

巡 査

計 24 24

海 事 職 1 3 4

研 究 職
学 芸 員

研 究 員 3 2 5

医療職（一） 医 師 3 2 5

医療職（二） 6 9 15

医療職（三） 43 43

任期付職員 6 6

合　　　　　　計 42 57 6 26 2 133
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最終
倍率

B
/D

採用
者数

備
　
考

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１現

在

選 　 考 　 試 　 験

文
化

財
研

究
員

（
日

本
近

世
史

）

男
5

5
5
10

0.0
%

4
4

4
1

1
20

.0%
5.0

1

１
次
：
６

/2
5

２
次

：
８

/４
1

女 計
5

5
5
10
0.0
%

4
4

4
1

1
20
.0%

5.0
1

文
化

財
研

究
員

（
日

本
民

俗
学

）

男
2

2
2
10

0.0
%

2
2

2
0

0.0
%

１
次
：
６

/2
5

２
次

：
８

/４
1

女
2

2
2
10

0.0
%

1
1

1
1

1
50

.0%
2.0

1
計

4
4

4
10
0.0
%

3
3

3
1

1
25
.0%

4.0
1

研
究

員
（

機
械

金
属

技
術

）

男
4

1
1

25
.0%

1
1

1
1

1
10

0.0
%

1.0

１
次

：
６/2

5～2
6

２
次

：
８

/４
2

女
1

0
0.0

%
計

5
1

1
20
.0%

1
1

1
1

1
10
0.0
%

1.0

獣
医

師
男

3
2

2
66

.7%
第

２
次

試
験

な
し

2
2
10

0.0
%

1.0
2

６/
25～

26実
施

12
女

1
1

1
10

0.0
%

1
1
10

0.0
%

1.0
1

計
4

3
3
75
.0%

3
3
10
0.0
%

1.0
3

薬
剤

師
男

1
1

1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
10

0.0
%

1.0
1

3
女

0
計

1
1

1
10
0.0
%

1
1
10
0.0
%

1.0
1

６/
25～

26実
施

船
舶

乗
組

員
（

航
　

　
海

）

男
第

２
次

試
験

な
し

1
女

1
1

1
10

0.0
%

1
1
10

0.0
%

1.0
1

計
1

1
1
10
0.0
%

1
1
10
0.0
%

1.0
1

９
/2
4実

施

水
産
練
習
船
乗
組
員

（
航

　
海

Ａ
）

男
0

第
２

次
試

験
な

し
1

女
0

計
0

水
産
練
習
船
乗
組
員

（
航

　
海

Ｂ
）

男
0

第
２

次
試

験
な

し
1

女
0

計
0

ウ
　

公
開

選
考

試
験

実
施

結
果

（
ア

及
び

イ
の

一
部

）
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最終
倍率

B
/D

採用
者数

備
　
考

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１現

在

選 　 考 　 試 　 験

水
産
練
習
船
乗
組
員

（
司

　
　

厨
）

男
1

1
1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
10

0.0
%

1.0
1

1
女 計

1
1

1
10
0.0
%

1
1
10
0.0
%

1.0
1

９
/2
4実

施

鳥
獣

対
策

男
10

7
7

70
.0%

5
5

4
3

3
42

.9%
2.3

2

１
次
：
10
/1
5

２
次
：
11
/1
9

2
女

2
1

1
50

.0%
1

1
1

1
1
10

0.0
%

1.0
1

計
12

8
8
66
.7%

6
6

5
4

4
50
.0%

2.0
3

身
体
障
が
い
者
対
象

（
一

般
事

務
）

男
第

２
次

試
験

な
し

3
女

2
1

1
2
10

0.0
%

1
1

50
.0%

2.0
1

計
2

1
1

2
10
0.0
%

1
1
50
.0%

2.0
1

10
/2
2実

施

身
体
障
が
い
者
対
象

（
学

校
事

務
）

男
0

第
２

次
試

験
な

し
1

女
0

計
0

身
体
障
が
い
者
対
象

（
警

察
事

務
）

男
1

1
1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
0

0.0
%

1
女

1
1

1
10

0.0
%

1
1
10

0.0
%

1.0
1

計
2

1
1

2
10
0.0
%

1
1
50
.0%

2.0
1

10
/2
2実

施

U・
Iタ

ーン
型経

験者
（

農
　

　
業

）

男
1

1
1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
10

0.0
%

1.0
1

2
女 計

1
1

1
10
0.0
%

1
1
10
0.0
%

1.0
1

11
/1
8実

施

U・
Iタ

ーン
型経

験者
（

林
　

　
業

）

男
1

1
1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
0

0.0
%

3
女 計

1
1

1
10
0.0
%

0
0.0
%

11
/1
8実

施

U・
Iタ

ーン
型経

験者
（

総
合

土
木

）

男
3

3
3
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
2

2
66

.7%
1.5

2
2

女
1

1
1
10

0.0
%

1
1
10

0.0
%

1.0
1

計
4

4
4
10
0.0
%

3
3
75
.0%

1.3
3

11
/1
8実

施

U・
Iタ

ーン
型経

験者
（

建
　

　
築

）

男
1

1
1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
10

0.0
%

1.0
1

1
女 計

1
1

1
10
0.0
%

1
1
10
0.0
%

1.0
1

11
/1
8実

施
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最終
倍率

B
/D

採用
者数

備
　
考

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１現

在

選 　 考 　 試 　 験

U・
Iタ

ーン
型経

験者
（

機
　

　
械

）

男
1

1
1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
10

0.0
%

1.0
1

1
女 計

1
1

1
10
0.0
%

1
1
10
0.0
%

1.0
1

11
/1
8実

施

職
業

訓
練

指
導

員
（

建
築

科
）

男
1

1
1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
10

0.0
%

1.0
1

1
女 計

1
1

1
10
0.0
%

1
1
10
0.0
%

1.0
1

11
/1
1実

施

水
産
練
習
船
乗
組
員

（
第

２
回

）
（

航
　

海
Ａ

）

男
0

第
２

次
試

験
な

し
1

女
0

計
0

水
産
練
習
船
乗
組
員

（
第

２
回

）
（

航
　

海
Ｂ

）

男
2

2
2
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
50

.0%
2.0

1
1

女 計
2

2
2
10
0.0
%

1
1
50
.0%

2.0
1

12
/９

実
施

水
産
練
習
船
乗
組
員

（
第

２
回

）
（

司
　

　
厨

）

男
1

1
1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
10

0.0
%

1.0
1

1
女 計

1
1

1
10
0.0
%

1
1
10
0.0
%

1.0
1

12
/９

実
施

U・
Iタ

ーン
型経

験者
（

第
２

回
）

（
農

　
　

業
）

男
2

2
2
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
50

.0%
2.0

1
1

女 計
2

2
2
10
0.0
%

1
1
50
.0%

2.0
1

１
/６

実
施

身
体
障
が
い
者
対
象

（
第

２
回

）
（

一
般

事
務

）

男
1

1
1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
2

女
2

2
2
10

0.0
%

計
3

1
2

3
10
0.0
%

0
0.0
%

１
/６

実
施

身
体
障
が
い
者
対
象

（
第

２
回

）
（

学
校

事
務

）

男
第

２
次

試
験

な
し

1
女 計

0

合
　

　
計

男
41

18
2

6
1

27
65

.9
%

12
0

0
0

12
11

13
0

5
0

18
66

.7
%

1.
5

16
47

女
13

6
1

3
1

11
84

.6
%

6
0

0
0

6
5

6
0

0
1

7
63

.6
%

1.
6

7
計

54
24

3
9

2
38

70
.4

%
18

0
0

0
18

16
19

0
5

1
25

65
.8

%
1.

5
23
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最終
倍率

B
/D

採用
者数

備
　
考

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１現

在

選 考 試 験 （ 知 事 部 局 ）

中
山

間
地

域
研

究
員

男
5

5
5
10

0.0
%

3
3

3
0

0.0
%

1
女

2
2

2
10

0.0
%

1
1

1
1

1
50

.0%
2.0

1
１次

：書
類審

査
２次

：９
/９

計
7

7
7
10
0.0
%

4
4

4
1

1
14
.3%

7.0
1

研
究

員
（

機
械

金
属

技
術

）

男
2

2
2
10

0.0
%

2
2

2
0

0
0.0

%
1

女
1

1
1
10

0.0
%

1
1

1
0

0
0.0

%
１次

：1
0/2

9、
30

２次
：1

1/
22

計
3

3
3
10
0.0
%

3
3

3
0
0.0
%

合
　

　
計

男
7

7
0

0
0

7
10

0.0
%

5
0

0
0

5
5

0
0

0
0

0
0.0

%
0

2
女

3
3

0
0

0
3

10
0.0

%
2

0
0

0
2

2
1

0
0

0
1

33
.3%

3.0
1

計
10

10
0

0
0

10
10

0.0
%

7
0

0
0

7
7

1
0

0
0

1
10

.0%
10

.0
1

試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最終
倍率

B
/D

採用
者数

備
　
考

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１現

在

選 考 試 験 （ 病 院 局 ）

看
護

師
（

55
）

男
13

7
6

13
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
7

2
9

69
.2%

1.4
9

H2
9.
８
.1
2

～
H2

9.
８
.1
3

女
43

21
22

43
10

0.0
%

14
23

37
86

.0%
1.2

34
計

56
28

28
56
10
0.0
%

21
25

46
82
.1%

1.2
43

助
産

師
（

2）
男

第
２

次
試

験
な

し
H2

9.
８
.1
2

～
H2

9.
８
.1
3

女
1

1
1
10

0.0
%

1
1
10

0.0
%

1.0
0

計
1

1
1
10
0.0
%

1
1
10
0.0
%

1.0
0

薬
剤

師
（

1）
男

2
2

2
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
50

.0%
2.0

1
H2

9.
８
.1
9

女
1

1
1
10

0.0
%

0
0.0

%
計

3
3

3
10
0.0
%

1
1
33
.3%

3.0
1

管
理

栄
養

士
（

2）
男

6
5

5
83

.3%
第

２
次

試
験

な
し

0
0.0

%
H2

9.
９

.９
～

H2
9.
９

.1
0

女
22

17
4

21
95

.5%
1

1
2

9.5
%

10
.5

2
計

28
22

4
26
92
.9%

1
1

2
7.7
%
13
.0

2
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試
験

種
類

試
験
区
分

採
用
予
定

人
員
性 別
受
験
申
込

者
数（
A）

受
験
者
数
（
Ｂ
）

受
験
率

（
B）
/（
A）
第
１
次
試
験
合
格
者
数
（
Ｃ
）
第２

次試
験

受
験
者
数

最
終
合
格
者
数
（
Ｄ
）

最終
合格

率
D
/B

最終
倍率

B
/D

採用
者数

備
　
考

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

大
学
卒
短
大
卒
高
校
卒
そ
の
他
計

H3
0.５
.１現

在

選 考 試 験 （ 病 院 局 ）

理
学

療
法

士
（

2）

男
7

1
6

7
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
14

.3%
7.0

1
H2

9.
９

.２
～

H2
9.
９

.３
女

6
1

4
5

83
.3%

0
0.0

%
計

13
2

10
12
92
.3%

1
1
8.3
%
12
.0

1
男

3
1

2
3
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
33

.3%
3.0

1
H3

0.
３

.３
女 計

3
1

2
3
10
0.0
%

1
1
33
.3%

3.0
1

臨
床

工
学

技
士

（
2）

男
5

2
3

5
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
2

40
.0%

2.5
2

H2
9.
10
.1
4

女 計
5

2
3

5
10
0.0
%

1
1

2
40
.0%

2.5
2

社
会

福
祉

士
（

1）
男

3
3

3
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
0

0.0
%

H2
9.
９

.２
女

5
4

4
80

.0%
1

1
25

.0%
4.0

1
計

8
7

7
87
.5%

1
1
14
.3%

7.0
1

臨
床

検
査

技
師

（
1）

男
2

1
1

50
.0%

第
２

次
試

験
な

し
1

1
10

0.0
%

1.0
1

H2
9.
９

.９
女

6
3

2
5

83
.3%

0
0.0

%
計

8
4

2
6
75
.0%

1
1
16
.7%

6.0
1

診
療

情
報

管
理

士
（

2）
男

第
２

次
試

験
な

し
H2

9.
９

.３
女

5
2

3
5
10

0.0
%

2
2

40
.0%

2.5
2

計
5

2
3

5
10
0.0
%

2
2
40
.0%

2.5
2

作
業

療
法

士
（

1）
男

1
1

1
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
0

0.0
%

0
H3

0.
３

.３
女 計

1
1

1
10
0.0
%

0
0.0
%

0

診
療

放
射

線
技

師
（

1）
男

2
2

2
10

0.0
%

第
２

次
試

験
な

し
0

0.0
%

H3
0.
３

.３
女

1
1

1
10

0.0
%

1
1
10

0.0
%

1.0
1

計
3

2
1

3
10
0.0
%

1
1
33
.3%

3.0
1

合
　

　
計

（7
0）

男
44

24
0

0
18

42
95

.5%
10

0
0

5
15

35
.7%

2.
8

15
女

90
47

8
0

31
86

95
.6%

16
3

0
25

44
51

.2%
2.

0
40

計
13

4
71

8
0

49
12

8
95

.5%
26

3
0

30
59

46
.1%

2.
2

55
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Ⅳ　給 与 業 務
１　職員の給与等に関する報告及び勧告
　本委員会は平成29年10月16日、県議会及び知事に対し、地方公務員法第８条、第14条及び第26

条の規定に基づき、職員の給与等に関する報告を行い、併せて給与について勧告した。その概要

は次のとおりである。

⑴　報　　　告

ア　職員給与等に関する報告

ア　職員給与等の状況について

　県職員の平成29年４月１日現在における給与等の実態は、次のとおりである。

給 料 表 別 職 員 数 等

区　　分
給 料 表

職　員　数 平均年齢 平均経験年数
平成29年 平成28年 平成29年 平成28年 平成29年 平成28年

人 人 歳 歳 年 年

行 政 職 3,767
（30.6%）

3,774
（30.4%） 43.6 44.0 22.2 22.5

公 安 職 1,493
（12.1%）

1,498
（12.1%） 38.2 38.5 17.0 17.4

海 事 職 46
（0.4%）

46
（0.4%） 38.6 40.3 18.9 20.2

研 究 職 245
（2.0%）

244
（2.0%） 42.4 42.3 19.1 19.2

医 療 職 ⑴ 46
（0.4%）

40
（0.3%） 44.3 46.2 19.9 20.3

医 療 職 ⑵ 90
（0.7%）

94
（0.8%） 43.0 42.9 19.0 18.9

医 療 職 ⑶ 73
（0.6%）

74
（0.6%） 39.8 40.8 17.7 18.6

高 等 学 校 等 教 育 職 2,030
（16.5%）

2,069
（16.7%） 45.0 44.7 22.2 22.0

中学校及び小学校教育職 4,534
（36.8%）

4,579
（36.9%） 46.0 46.2 23.3 23.4

合　　　　　計 12,324
（100.0%）

12,418
（100.0%） 44.0 44.2 21.8 22.0

（注）構成比については、小数点以下１位未満の端数は四捨五入したため、合計が100にならない場合がある。



― 31 ―

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

構

成

比

年齢（歳）

全体 行政職

42.0

42.5

43.0

43.5

44.0

44.5

45.0

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

年

齢

平成

全体 行政職

（歳）

（%）

平均年齢の推移

年齢別人員構成比

 

（参考資料第１表） （参考資料第２表）

給料表別職員構成比 部局別職員構成比

行政職
30.6％

知事
26.2％

警察
14.5％

高校等
18.0％

中学校
14.0％

小学校
23.9％

公安職
12.1％高等学校等

教育職
16.5％

中学校及び小学校
教育職
36.8％

海事職・研究職・医療職
4.1％

その他 3.3％
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イ　民間給与等の状況について

本年５月から６月にかけて、職員の給与等と比較検討するため、人事院と共同で、企

業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の県内の民間事業所268のうちから層化

無作為抽出法により抽出した143事業所を対象に「平成29年職種別民間給与実態調査」

を実施し、うち138事業所の調査を完了した。

本年の調査完了率は、調査の重要性に対する民間事業所の理解を得て、96.5％と極め

て高いものとなっている。

この調査では、公務の行政職と類似すると認められる事務・技術関係職種4,144人及

び医師等職種913人について、本年４月分として支払われた給与月額等を調査するとと

もに、各民間企業における給与改定の状況等についても調査を行った。

①　本年の給与改定等の状況

ａ　初任給の状況

新規学卒者の採用を行った事業所の割合は、大学卒で50.8％（昨年55.0％）、高校

卒で43.8％（同43.8％）となっている。そのうち初任給を増額した事業所の割合は、

大学卒で57.3％（同38.3％）、高校卒で55.7％（同38.7％）、初任給を据え置いた事業

所の割合は、大学卒で42.7％（同61.7％）、高校卒で42.5％（同61.3％）となっている。

ｂ　給与改定の状況

一般の従業員（係員）の給与改定状況をみると、ベースアップを実施した事業所

の割合は49.0％（昨年37.7％）、ベースアップを中止した事業所の割合は10.9％（同

9.4％）となっている。

また、一般の従業員（係員）の定期昇給の実施状況をみると、定期昇給を実施し

た事業所の割合は90.4％（同89.7％）、定期昇給を停止した事業所の割合は0.0％（同

職員の平均給与月額の状況

区　分

項　目
全　　職　　員 行政職の職員

平成29年 平成28年 平成29年 平成28年
円 円 円 円

給 料 358,402 360,486 330,103 333,321
管 理 職 手 当 6,271 6,207 8,324 8,223
扶 養 手 当 10,057 9,866 10,288 10,483
地 域 手 当 531 486 673 623
住 居 手 当 4,216 4,065 3,319 3,038
特 地 勤 務 手 当 3,931 3,971 2,731 2,834
そ の 他 2,661 2,536 2,039 2,085

合　　　　計 386,069 387,617 357,477 360,607

（注）１　給料には、給料の調整額及び教職調整額並びに経過措置額を含む。
２　特地勤務手当の欄は、特地勤務手当（準ずる手当を含む）及びへき地手当（準ずる手当を含む）
の合計額である。

３　その他は、単身赴任手当等である。
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1.0％）であった。昇給額については、昨年と比べて増額となっている事業所の割

合が27.4％（同11.5％）、減額となっている事業所の割合が8.3％（同8.8％）となっ

ている。

ウ　物価及び生計費について

本年４月の消費者物価指数（総務省）は、昨年４月に比べ、全国で0.4％、松江市で0.2％

とそれぞれ上昇している。

また、勤労者世帯における消費支出（総務省「家計調査」）等を基礎として算定した

本年４月の松江市における２人世帯、３人世帯及び４人世帯の標準生計費は、それぞれ

165,640円、181,230円及び196,850円となっている。

エ　国家公務員及び都道府県職員の給与について

先に総務省が公表した平成28年４月１日現在の都道府県ラスパイレス指数（行政職）

の平均は、100.3であった。

本県のラスパイレス指数は98.0（平成27年97.6）と、国家公務員より低い水準であり、

都道府県でも低い水準となっている。

民間における給与改定の状況
（単位：％）

項　目
役職段階

ベースアップ
実　施

ベースアップ
中　止 ベースダウン ベースアップ

の慣行なし

係 員
49.0

（37.7）
10.9

（9.4）
0.0

（0.0）
40.1

（52.9）

課 長 級
42.2

（32.5）
11.9

（9.5）
0.7

（0.0）
45.2

（58.0）

（注）１　ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所を含む。
２　（　）内の数字は、平成28年の割合である。

民間における定期昇給の実施状況
（単位：％）

項　目

役職段階

定期昇給
制度あり

定期昇給
制度なし

定期昇給実施
定期昇給
停　　止昨 年 に

比べ増額
昨 年 に
比べ減額

昨 年 と
変化なし

係 員
90.4…

（90.7）
90.4

（89.7）
27.4

（11.5）
8.3

（8.8）
54.7

（69.4）
0.0

（1.0）
9.6

（9.3）

課 長 級
86.0

（84.2）
86.0

（83.2）
23.8

（12.2）
5.2

（3.7）
57.0

（67.3）
0.0

（1.0）
14.0

（15.8）

（注）１　ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所は除く。
２　（　）内の数字は、平成28年の割合である。
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オ　人事院勧告の概要（省略）

カ　職員給与と民間給与との比較

①　月例給

職員給与と民間給与との比較は、職員と民間企業従業員の同種・同等の者同士を比

較することを基本として、公務においては行政職給料表適用者、民間においては公務

の行政職と類似すると認められる事務・技術関係職種の者について行っている。

また、職員と民間企業従業員では、それぞれ年齢、学歴などの人員構成が異なって

おり、このように異なる集団間での給与の比較を行う場合には、それぞれの集団にお

ける単純な給与の平均値を比較することは適当ではないため、主な給与決定要素であ

る役職段階、年齢、学歴を同じくする者同士を対比させ、精密に比較（ラスパイレス

方式）を行っている。

本年４月分の給与額について、職員給与と民間給与を比較すると、民間給与

363,126円に対して職員給与は362,666円であり、職員給与が460円（0.13％）下回って

いる。

都道府県のラスパイレス指数の分布状況
（平成28年４月１日現在）

指 数 分 布 区 分 都 道 府 県 数

102以上　　 ３

100以上　102未満 25

98以上　100未満 15

96以上　 98未満 ３

96未満 １

都 道 府 県 平 均 指 数 100.3

島 　 　 根 　 　 県 98.0

備考　ラスパイレス指数：地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表㈠の
適用職員の俸給額とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比さ
せて比較し算出したもので、国を100としたもの。

職員給与と民間給与との較差

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ）
較　　差

Ａ－Ｂ（（A－B）/B×100）

363,126円 362,666円 460円（0.13%）

（注）　民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていないため、職員給与の額はアの表「職
員の平均給与月額の状況」の額とは異なっている。
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②　特別給

昨年８月から本年７月までの１年間において、民間事業所で支払われた特別給は、

平均所定内給与月額の4.04月分に相当していた。これは、昨年（3.94月分）より増加

しており、職員の期末手当・勤勉手当の年間平均支給月数（3.95月）を0.09月分上回っ

ている。

キ　本年の給与改定

職員の給与決定に関する諸条件については、以上述べたとおりである。

これらの調査結果等を基に、国及び他の都道府県の動向等を踏まえ、様々な角度から

慎重に検討を重ねた結果、職員の給与について所要の措置を講ずる必要があると判断し、

次のとおり報告する。

①　月例給について

本年の民間事業所の給与等の状況をみると、一般の従業員（係員）で、ベースアッ

プを実施した事業所の割合が昨年と比べ11ポイント程度増加していることや、定期昇

給の昇給額が昨年と比べて増額している事業所の割合が昨年と比べ15ポイント程度増

加していることなど、改善の傾向が見られた。

このような状況の中で、本年４月分の給与について、職員給与と職種別民間給与実

態調査に基づく民間給与を比較すると、前記カ①のとおり、職員給与が民間給与を

460円（0.13％）下回っている。

よって、月例給については、民間給与水準と均衡させるよう引上げ改定することが

適当と判断した。

民間との給与比較を行っている行政職給料表については、本年８月に人事院が勧告

した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮し、引上げ改定を行うこととする。

再任用職員の給料月額についても、再任用職員以外の職員の給料月額の改定に準じ

た改定を行う。

また、行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を考慮して、

行政職給料表と同様の改定を行うものとする。ただし、医療職給料表⑴については、

従来より国との均衡を重視してきたことから、人事院勧告に準じた改定を行うことと

する。

なお、改定については、本年４月の職員給与と民間給与を均衡させるものであるこ

とから、同月に遡及して実施することとする。

職員の期末・勤勉手当と民間の特別給との差

民間の特別給（Ａ） 職員の期末・勤勉手当（Ｂ） 差（Ａ－Ｂ）

4.04月分 3.95月分 0.09月分
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②　期末手当・勤勉手当について

前記カ②のとおり、職員の期末手当・勤勉手当の年間平均支給月数（3.95月）は、

民間事業所の特別給の支給割合（4.04月分）を0.09月分下回っている。

よって、職員の期末手当・勤勉手当については、民間の特別給の支給割合と均衡さ

せるよう、0.10月分引き上げることが適当と判断した。

引上げに当たっては、国と同様に勤務実績に応じた給与の推進の観点から勤勉手当

に配分することとし、本年度については、12月期の勤勉手当を0.10月分引き上げ、平

成30年度以降においては、６月期及び12月期の勤勉手当をそれぞれ0.05月分ずつ引き

上げることとする。

なお、再任用職員の勤勉手当並びに任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当に

ついても、同様に支給月数を引き上げることとする。

③　初任給調整手当について

医師に対する初任給調整手当については、医療職給料表⑴の改定状況を勘案し、人

事院勧告に準じて改定を行い、本年４月に遡及して実施することとする。

ク　その他の課題

①　住居手当について

国においては、公務員宿舎の削減等により受給者の増加が続いており、今後その動

向を注視しつつ、職員の家賃負担の状況、民間における住宅手当の支給状況等を踏ま

え、必要な検討を行っていくとしている。

本県においては、制度・構造は国に準拠することを基本としていることから、国の

住居手当の検討状況等について引き続き動向を注視していく必要がある。

②　再任用職員の給与について

国においては、民間企業の再雇用者の給与の動向等を踏まえつつ、定年の引上げに

向けた具体的な検討との整合性にも留意しながら、引き続き、必要な検討を行ってい

くとしている。

本県においても、引き続き県内の民間企業の再雇用者の給与の動向や国における再

任用職員の給与の在り方にかかる検討状況等を注視していく必要がある。

③　獣医師の初任給調整手当について

獣医師については、随時募集を行うなど試験方法の見直し等を行ってきているが、

採用者数が採用予定者数を下回る状況が続き、恒常的に欠員が生じている。今後の職

員の退職により必要な獣医師数を確保できない状況が続けば、獣医師が担うべき業務

に支障が生じることが懸念される。このことから、本県の獣医師の確保を図るため、

獣医師に支給する初任給調整手当について改善する必要がある。

④　水産練習船乗組員等の給与について

水産練習船乗組員については、欠員が常態化し、安全上・運行上の問題を抱えてい
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ることから、乗組員の処遇の改善について、教育委員会等から要請があったところで

ある。このため、本委員会においては、水産練習船をはじめ本県の船舶乗組員の勤務

実態、国や他の都道府県等の船舶乗組員の処遇の状況について調査を行い、改善の必

要性について検討を進めてきた。

水産練習船乗組員は、水産高校の生徒の海技士免許取得のための訓練指導を行う重

責を担っているが、このことに対する給与上の評価がなされていない。このことから、

水産練習船乗組員の実習指導における特殊性・困難性を反映した給与とするため、当

該乗組員に対して特殊勤務手当を措置する必要がある。

また、本県職員の初任給基準については、国との均衡を基本として定められている

が、甲板員・機関員等は、これより低い基準となっている。近年においては、水産練

習船乗組員だけでなく、他の船舶乗組員の職員募集に対しても応募者が少なく、欠員

を生じかねない状況であることから、海事職給料表適用職員の初任給基準について見

直す必要がある。

⑤　教育職員の給与について

教育職員の給与については、国において、メリハリある給与体系の推進や部活動指

導に対する教員の負担の実態を考慮し、休養日の設定など部活動運営の適正化に向け

た取組を進めるとした上で、本年度の文部科学省予算において部活動手当等の拡充が

措置されたところである。

本県における教育職員の給与については、職務や実績に見合った教育職員の処遇を

行うという観点から、国や他の都道府県の動向を踏まえ、適時適切に見直しを行って

いく必要がある。

イ　人事管理に関する報告　

ア　人事管理上の課題について

①　人材の確保

コミュニケーション能力や企画立案能力を有し、チャレンジ精神に富んだ人材を確

保するため、これまでも試験制度の見直し・改善を行ってきた。平成25年度からの大

学卒業程度試験への専門試験選択解答制（行政・警察事務）及び討論型個別面接試験（行

政）の導入、平成27年度からのＵ・Ｉターン型経験者試験の新規実施、平成28年度か

らの経験者試験への自己アピール論文試験及び自己ＰＲ型個別面接試験（行政）の導

入などにより、多様な人材が受験しやすい環境を整えるとともに、より人物重視の試

験制度としてきたところである。

また、職員採用ガイダンスや大学等での説明会を開催するなどの広報活動を行い、

試験制度の見直しと併せ受験者確保に取り組んできた。

しかしながら、受験年齢人口の減少や民間指向等により、近年の受験者数は依然と

して減少傾向にあり、特に、技術系職種の人材確保が難しい状況にある。
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このような状況を踏まえ、今後とも、試験ごとの検証を行い、適宜、必要に応じて

制度の改正を図っていくとともに、任命権者と協力して、県職員の仕事の魅力ややり

がい等についてより効果的な情報発信を積極的に行うなど、受験者の確保に取り組ん

で行く。

②　人材の育成

多様化・高度化する行政需要に迅速かつ的確に対応し、県民の期待と信頼に応えて

いくためには、職員一人一人の公務に対する意欲と能力や公務員としての使命感・倫

理観を高め、限られた人材を最大限に活用することが必要であり、そのための人材育

成がますます重要となっている。

任命権者においては、「島根県人材育成基本方針」に基づき、職務段階に応じた計

画的な研修の実施、自律的・自発的な能力開発を支援するための研修の実施、さらに

は職員の自己啓発に対する支援など様々な取組が行われてきた。

また、特定分野に精通した職員及び専門的知識や技術を有した職員の育成を図るた

めに、中長期的な視点に立った人員配置が行われている。

今後もこうした取組を一層進めていくとともに、職場研修、職場外研修、人事異動、

人事評価制度、能力発揮のための環境整備などの各施策を相互に連携させ、人事管理

全体を通じた総合的かつ計画的な人材育成に着実に取り組む必要がある。

③　能力・実績に基づく人事管理

職員の意欲と能力を高め、組織の活性化と公務能率の向上を図るためには、職員の

能力・実績を適切に把握し、人員配置や昇進管理、給与処遇に的確に反映していくこ

とが必要である。

その基礎となる重要な仕組みが人事評価制度であり、本委員会としては、これまで

も、能力と実績に基づく人事管理を進めるために、人事評価の結果を処遇に反映しう

る実効性のある人事評価制度の確立について言及してきた。

平成28年４月に改正地方公務員法が施行され、人事評価を任用、給与、分限その他

の人事管理の基礎として活用するとともに、人事評価の結果に応じた措置を講じなけ

ればならないこととされた。任命権者においては、今回の法改正の趣旨を踏まえ、公

平性・公正性、客観性・透明性を担保した人事評価制度を確立し、速やかに評価結果

の処遇反映を進める必要がある。

④　女性職員の能力発揮のための環境づくり

幅広い視点に立ち、きめ細やかな行政サービスを推進するためには、男女それぞれ

の意識や立場を取り入れながら、施策・事業を構築していく必要があり、県の政策立

案・方針決定過程においても、女性の視点や能力等を活用することが重要である。

こうした観点から、これまでも、とりわけ女性職員が多様な経験を積めるように、

担当業務の拡大や幅広い分野へ配置するなど計画的な人材育成に取り組まれており、

管理職に占める女性職員の割合は年々向上している。
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平成28年３月には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動

計画が策定されたところであり、引き続き、女性職員が能力を十分に発揮し、意欲を

持って働けるよう、同計画を着実に実行し、キャリア形成や働きやすい環境整備を進

め、女性職員の政策・方針決定過程への参画を拡大する必要がある。

⑤　ワーク・ライフ・バランスの推進

職員一人一人が意欲を持って仕事に取り組むとともに、家庭や地域においても充実

した生活を送ることができるようにするワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

を実現することは重要な課題であり、そのための環境整備に努めなければならない。

ａ　時間外勤務の縮減

本年３月に決定された「働き方改革実行計画」（働き方改革実現会議決定）を受け、

本年６月には、厚生労働省労働政策審議会において、労使協定でも上回ることがで

きない時間外労働の上限規制等を含めた関連法整備について、建議がなされた。

公務の分野においても、時間外勤務の縮減は、職員の健康保持及びワーク・ライ

フ・バランスの推進、さらには、公務能率の確保の観点から非常に重要な課題であ

るが、依然として時間外勤務の恒常化が解消できていない状況にある。

このため、任命権者において、「いきいきと働きやすい職場づくり」による所属

の実態に応じた取組み、３６協定等による個人ごとの時間外勤務の進行管理・振返

り、時間外勤務が多い職員への所属長ヒアリング、朝礼・終礼（事前命令）の実施

による時間意識の醸成など、これまで以上の勤務時間短縮に向けた取組が実施され

ているところである。

時間外勤務の縮減のため、管理監督者は、職員ごとの在庁時間、業務負荷の状態、

休暇取得状況等を適切に把握し、特定の職員に過度な業務が集中することのないよ

う業務の平準化を図るとともに、業務改善やいきいきと働きやすい職場づくりの取

組などを進め、効率的な業務運営が行えるような職場環境を整える必要がある。ま

た、職員一人一人も効率的な業務遂行に努め、計画的に仕事を進めていく必要があ

る。

さらに、長時間労働の是正のためには、組織全体として業務の削減・合理化に取

り組むことも不可欠であり、幹部職員が先頭に立って、業務の取捨選択や優先順位

の明確化、業務プロセスの改善など、より一層の業務改革に取り組むことが必要で

ある。

全国的に教育職員の長時間勤務の改善が課題となる中、本年８月に、中央教育審

議会初等中等教育分科会の学校における働き方改革特別部会において「学校におけ

る働き方改革に係る緊急提言」が取りまとめられ、国及び地方公共団体に対して、

学校現場へのタイムカードや留守番電話の導入、部活動休養日の設定、長期休暇中

の学校閉庁日の設定、専門スタッフ・外部人材の配置拡充など、勤務時間の管理徹

底と教育職員の負担軽減に向けた環境整備を図るよう要請された。
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また、同部会においては、学校の業務・教育職員の業務が非常に多岐にわたり、

業務負担が増大していることを踏まえ、学校及び教育職員が担うべき業務の在り方

についても検討が行われているところである。

本県の教育職員についても、部活動の指導、補習授業の実施等により、多数の者

が長時間の時間外勤務を行っており、県立学校の教育職員のうち昨年度月100時間

を超える時間外勤務をした者の割合（注）は、12.1％に達している状況にある。

本委員会が昨年から実施している学校現場における意見交換会においても、教育

職員の高い使命感と熱意に支えられて長時間勤務が行われており教育職員の多忙

感・負担感が限界に達している状況にあることや、健康保持やワーク・ライフ・バ

ランスの観点はもとより、教育をより充実させる観点からも教育職員の負担軽減と

ゆとりを持って児童・生徒と向き合える時間の確保を図る必要性があることが確認

された。

各学校においては、平成28年３月にすべての教育職員を対象に実施された勤務実

態調査の分析結果を活用するなどして時間外勤務の縮減に取り組んでおり、任命権

者においては、学校現場から教育委員会への報告文書の簡略化・廃止や寄宿舎舎監

業務の嘱託化の範囲の拡大などの取組を行うとともに、部活動の在り方を示すガイ

ドラインの作成や部活動指導員の導入などについて検討を進めている。

学校における働き方改革に関する国の取組も念頭に、引き続き、学校ごとの実態

を踏まえ、時間外勤務縮減のためのさらなる具体的な取組を行うとともに、適宜取

組の検証を行い、教育職員の負担軽減に向けて、より取組の実効性を高める必要が

ある。

（注）昨年度月100時間を超える時間外勤務をした教育職員の割合は、平成28年４月から
平成29年３月までの間に月100時間を超える時間外勤務をした教育職員の延人数を、
同期間における毎月の教育職員数を合計した人数で除して得た割合である。

ｂ　仕事と育児・介護等の両立支援の推進

ワーク・ライフ・バランスの実現のために、本県では、これまでも育児・介護の

ための休暇や育児休業制度の整備・充実に努めてきており、本年１月には、介護休

暇の分割取得、介護時間の新設、法律上の子に準ずる子への育児休業等の範囲の拡

大などの制度改正が行われたところである。

任命権者は、平成28年３月に「女性の個性と能力が発揮できる職場づくり推進

計画（特定事業主行動計画）」を策定し、男性職員の配偶者出産休暇・育児参加休

暇の取得率（注）及び男性職員の育児休業取得率を、平成32年度までに、それぞれ

100％及び13％に向上させることを目標として取組を行っている。

平成28年度の男性職員の配偶者出産休暇・育児参加休暇の取得率は、知事部局等

100％、教育委員会56.6％、警察90.0％であった。また、平成28年度の男性職員の育

児休業取得率は、1.5％であった。
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介護のための休暇の取得者数は、平成27年度の261人に対し昨年度は310人であっ

た。

仕事と育児・介護等の両立支援の取組を推進するためには、管理監督者がその重

要性を認識し、職員に対する啓発、制度の説明、取得期間中の業務継続体制の確保

等に努めるとともに、職場全体としても、育児・介護のための休暇や育児休業等を

取得しやすい環境づくりに引き続き努めていく必要がある。

（注）男性職員の配偶者出産休暇・育児参加休暇の取得率は、妻の出産休暇（３日以内）
又は男性の育児参加休暇（５日以内）を１日以上取得した者の割合である。

ｃ　その他

ワーク・ライフ・バランスを推進するためには、年次有給休暇や夏季休暇の計画

的取得や連続取得の促進も重要であり、引き続き各職場の実情に応じ、休暇を取得

しやすい職場環境の整備などに取り組む必要がある。

また、今年度からすべての任命権者において育児又は介護を行う職員の早出遅出

勤務制度が導入されたところである。

適切な公務運営を確保しつつ柔軟な働き方が可能となるような勤務時間制度を導

入することはワーク・ライフ・バランスの推進に資するものであることから、国や

他の都道府県の動向を注視しながら、その他の弾力的な勤務時間制度の導入につい

ても、引き続き研究を行う必要がある。

⑥　メンタルヘルス対策

行政課題の複雑・高度化により職務の困難性が増すなど、様々な要因によるストレ

スが増大している昨今においては、職員の心身の健康を保持増進することが重要であ

る。とりわけ、精神疾患による長期の休暇・休職者の割合が依然として高い状況にあっ

ては、メンタルヘルス対策は、極めて重要な課題であり、管理監督者を中心に、上司、

同僚も含めた職場ぐるみで協力・助け合う職場環境づくりに努める必要がある。

任命権者は、これまでもメンタルヘルス研修の実施、相談体制の整備、外部機関の

活用、療養後の職場復帰支援事業等、様々な取組を継続的に行ってきており、平成28

年度には、すべての任命権者において、労働安全衛生法の規定に基づくストレスチェッ

ク制度の運用が開始されたところである。

引き続き、メンタルヘルス対策を組織全体の重要な課題と位置付け、ストレスチェッ

ク制度を効果的に運用し職場環境の課題の把握や改善にも活用するなど、予防・早期

発見から休職者の職場復帰・再発防止まで、実効性のある対策に取り組む必要がある。

⑦　ハラスメント対策

ハラスメントについては、ハラスメントを受けた者が人格を侵害され、精神的苦痛

を受けるばかりか、職場環境の悪化を招くものであり、その防止は重要な課題である。

本年２月に知事部局において実施された職員へのアンケートによれば、過去１年間

にハラスメントを受けたことがあると回答した職員の割合は、回答総数（432人）の
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11.5％となっている。

各任命権者においては、これまでもハラスメント防止に関する指針の作成、研修の

実施、相談窓口の設置、専門相談員の配置などの取組が行われており、本年１月の育

児・介護休業法及び男女雇用機会均等法等の改正を踏まえて、妊娠、出産、育児又は

介護に関するハラスメントの防止及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくセク

シュアル・ハラスメントの防止についても、取組が行われているところである。

引き続き、職員一人一人のハラスメント防止に関する意識をより高めるなど、ハラ

スメントのない職場づくりに向けた取組を進める必要がある。

⑧　高齢期の雇用問題

公的年金の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳に引き上げられることに伴い、本

県では、平成26年度から新たな再任用制度を開始しており、平成29年４月１日現在の

再任用職員数は246人で平成25年４月１日現在と比較して201人増加している。

公務員の高齢期雇用については、本年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革

の基本方針2017」において「公務員の定年の引上げについて、具体的な検討を進める」

こととされ、同閣議決定を受けて設置された関係府省の局長級を構成員とする「公務

員の定年の引上げに関する検討会」において検討が行われている。

今後もこうした国等の動きを注視し、雇用と年金の接続のための措置について、適

切に対応する必要がある。

⑨　臨時・非常勤職員制度の改正

臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することを目的として、本年５月

に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布された。

同法の内容は、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備

を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、

会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものであり、併せて、会計年度任用職員

については、期末手当の支給を可能とするものである。

平成32年４月１日の同法の施行に向けて、臨時・非常勤職員の任用根拠の明確化・

適正化や服務、勤務時間、給与その他の会計年度任用職員制度の整備などについて検

討を進め、改正後の臨時・非常勤職員制度の適正かつ円滑な実施を確保できるよう計

画的に準備を行う必要がある。

ウ　勧告実施の要請

人事委員会の勧告制度は、憲法で保障された労働基本権が地方公務員には制約されてい

るため、その代償措置として情勢適応の原則に基づき公務員の勤務条件を社会一般の情勢

に適応させることにより、公務員の適正な処遇を確保しようとするものである。

現在、厳しい県財政の下、個々の職員は、限られた予算と人員の中で最大限の効果を発

揮できるよう、複雑・多様化する業務に対し、強い使命感をもって立ち向かっていくこと
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が求められており、給与をはじめとする職員の勤務条件は、そのような職員の努力や成果

に的確に報いるものでなければならない。

県議会及び知事におかれては、この報告及び勧告に深い理解を示され、本委員会の勧告

どおり実施されるよう要請する。

⑵　勧　　　告

本委員会は、職員の給与等に関する報告に基づき、次の事項について改定措置を執られる

よう勧告する。

ア　職員の給与に関する条例（昭和26年島根県条例第１号）、県立学校の教育職員の給与に

関する条例（昭和29年島根県条例第６号）及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条

例（昭和29年島根県条例第７号）の改正

ア　給料表

現行の給料表を別記第１のとおり改定すること。

イ　諸手当

①　初任給調整手当について

ａ　医療職給料表⑴の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を

414,300円とすること。

ｂ　医療職給料表⑴以外の給料表の適用を受ける医師及び歯科医師で、医学又は歯学

に関する専門的知識を必要とする職にあるものに対する支給月額の限度を50,700円

とすること。

②　勤勉手当について

ａ　平成29年12月期の支給割合

勤勉手当の支給割合を0.875月分（特定管理職にあっては、1.075月分）とすること。

再任用職員については、勤勉手当の支給割合を0.475月分（特定管理職にあっては、

0.575月分）とすること。

ｂ　平成30年６月期以降の支給割合

６月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.825月分ずつ（特定

管理職にあっては、1.025月分ずつ）とすること。

再任用職員については、６月及び12月に支給される勤勉手当の支給割合をそれぞ

れ0.45月分ずつ（特定管理職にあっては、0.55月分ずつ）とすること。

イ　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成15年島根県条例第７号）の改正

ア　給料表

現行の給料表を別記第２のとおり改定すること。

イ　期末手当について

ａ　平成29年12月期の支給割合



― 44 ―

期末手当の支給割合を1.6月分とすること。

ｂ　平成30年６月期以降の支給割合

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.5月分及び1.55月分と

すること。

ウ　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年島根県条例第８号）の改正

ア　給料表

現行の給料表を別記第３のとおり改定すること。

イ　特定任期付職員の期末手当について

ａ　平成29年12月期の支給割合

期末手当の支給割合を1.6月分とすること。

ｂ　平成30年６月期以降の支給割合

６月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.5月分及び1.55月分とす

ること。

エ　改定の実施時期等

ア　改定の実施時期

この改定は、平成29年４月１日から実施すること。ただし、平成29年４月１日からこ

の勧告を実施するための条例の公布の日の属する月の末日（公布の日が月の初日である

ときは、その前日）までの間における、イのアの別記第２については、第５条第１項の

給料表中「517,884円」とあるのは「517,935円」とし、「598,332円」とあるのは「598,391円」

とし、「695,875円」とあるのは「695,944円」とし、「794,424円」とあるのは「794,503円」

とし、ウのアの別記第３については、第７条第１項の給料表中「473,637円」とあるの

は「473,684円」とし、「534,979円」とあるのは「535,032円」とし、「610,399円」とある

のは「610,459円」とし、「712,970円」とあるのは「713,041円」とし、「833,642円」とあ

るのは「833,725円」とすること。また、アのイの②のａ、イのイのａ及びウのイのａ

については平成29年12月１日から、アのイの②のｂ、イのイのｂ及びウのイのｂについ

ては平成30年４月１日から実施すること。

イ　条例公布日の翌月に支給される給料の特例

イのアの別記第２による改定後の給料表の適用を受ける職員のうち第５条第１項の給

料表の第３号給以上の号給を受ける職員及びウのアの別記第３による改定後の給料表の

適用を受ける職員のうち第３号給以上の号給を受ける職員のこの勧告を実施するための

条例の公布の日の属する月の翌月（公布の日が月の初日であるときは、その月。以下「条

例公布日の翌月」という。）に支給される給料の額は、①に定める額から②に定める額

と③に定める額との差額に相当する額を減じた額とすること。この場合において、①に

定める額が当該差額に相当する額を超えないこととなる職員には、支給しないこととす
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ること。

①　条例公布日の翌月に適用される給料表の月額を基礎として算出した給料の額

②　平成29年４月１日からこの勧告を実施するための条例の公布の日の属する月の末日

（公布の日が月の初日であるときは、その前日）までの間（以下「調整期間」という。）

において在職した期間について受けた給料及び給料の改定に伴い額が変動する給与の

合計額

③　イのアの別記第２及びウのアの別記第３（いずれもエのアのただし書は適用しな

い。）による改定後の給料を基礎として調整期間において在職した期間について算定

した給料及び給料の改定に伴い額が変動する給与の合計額

（別記第１から第３まで省略）

２　給与の支払監理の実施状況
　地方公務員法第８条第１項第８号の規定に基づき、職員に対する給与の支払監理を行った。本

年度は、勤勉手当における介護時間及び育児部分休業期間の除算計算及び級地区分変更のあった

特地公署における特地勤務手当等に関して確認を行ったが、指摘すべき事項はなかった。

３　給与関係規則等の制定及び改正の状況
　平成29年度中における状況は次のとおりである。

○　職員の給与の支給に関する規則の一部改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

29.…7.28 第19号 29.…8.…1 ・行政組織の改正に伴う改正

29.10.27 第21号 公布日 ・人事評価の勤勉手当への処遇反映に伴う改正

29.12.…7 第23号
公布日

（29.12.…1）
・平成29年給与改定に伴う改正

29.12.26 第30号
公布日

（29.…4.…1）
・平成29年給与改定に伴う改正

29.12.26 第31号 30.…4.…1 ・平成29年給与改定に伴う改正
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○　給料表の適用範囲に関する規則の一部改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

30.…3.30 第６号 30.…4.…1 ・行政組織の改正に伴う改正

○　職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

29.12.22 第28号 公布日 ・地方公務員法の改正に伴う改正

29.12.26 第32号 公布日
（29.…4.…1） ・平成29年給与改定に伴う改正

30.…3.23 第３号 30.…4.…1 ・海事職の初任給基準の引上げ等に伴う改正

○　県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

29.12.…7 第24号 公布日
（29.12.…1） ・平成29年給与改定に伴う改正

29.12.26 第33号 公布日
（29.…4.…1） ・平成29年給与改定に伴う改正

30.…3.30 第７号 30.…4.…1

・新規採用職員に対する通勤手当の特急加算及び単身

赴任手当の要件緩和に伴う改正

・行政組織の改正等に伴う改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

30.…3.30 第５号
30.…4.…1

30.…6.15

・新規採用職員に対する通勤手当の特急加算及び単身

赴任手当の要件緩和に伴う改正

・行政組織の改正等に伴う改正
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○　専門的教育職員の給与の特例に関する規則の一部改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

30.…3.30 第９号 30.…4.…1 ・組織改正等に伴う改正

○　職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

30.…3.23 第４号 30.…4.…1 ・練習船乗組員実習指導手当の新設

○　東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例に関する規則の一部改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

29.12.22 第29号 公布日
・東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊

勤務手当の特例に関する条例の一部改正に伴う改正

○　職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

29.12.…7 第25号 公布日
（29.…4.…1） ・平成29年給与改定に伴う改正

○　県立学校の教育職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

29.12.…7 第26号 公布日
（29.…4.…1） ・平成29年給与改定に伴う改正
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Ⅴ　公平審査等業務
１　公平審査事案の処理

⑴　不利益処分に関する不服申立ての審査

ア　県　関　係

平成29年度中に取り扱った事案はなかった。

イ　受託団体関係

平成29年度中に取り扱った事案はなかった。

⑵　勤務条件に関する措置要求の審査

ア　県　関　係

平成29年度中に取り扱った事案はなかった。

イ　受託団体関係

平成29年度中に取り扱った事案はなかった。

⑶　苦情処理に関する事項

ア　県　関　係

平成29年度中に取り扱った苦情相談は２件であった。

イ　受託団体関係

平成29年度中に取り扱った苦情相談は２件であった。

区　　　分 県　関　係 受託団体関係 合　計

件　

数

前 年 度 か ら の 繰 越 し １ １

新 規 ２ １ ３

計 ２ ２ ４

相
談
区
分

服 務 １ １

任 用 １ １

い じ め・ 嫌 が ら せ ２ １ ３

そ の 他

計 ３ ２ ５

処
理
状
況

当 局 へ の 単 な る 伝 達 ２ １ ３

打 ち 切 り １ １

計 ２ ２ ４

次 年 度 に 繰 越

※相談区分には１事案につき複数計上しているものがあるので、件数及び処理状況の数値と一致しない場
合がある。

※これらのほか、企業職員等（人事委員会が行う苦情相談を利用できない職員）から１件の相談があった。
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イ　受託団体関係

平成29年度末における登録職員団体の状況は、次のとおりである。

⑷　公立学校の学校医、学校歯科医師及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第５条第１

項の規定に基づく公務災害補償に関する審査

平成29年度中に取り扱った事案はなかった。

２　職員団体等関係事務
⑴　職員団体の登録

ア　県　関　係

平成29年度末における登録職員団体の状況は、次のとおりである。

登録
番号 職員団体名 登録年月日 法人格取得

申出の有無 事務所所在地
平成29年度
変更内容

（変更登録年月日）

１
島根県高等学校教職員組

合
S41.…9.20 有

松江市母衣町55-2

島根県教育会館内

役員改選

（29.…4.…5）

２ 島根県職員労働組合 S41.…9.20 有
松江市殿町１

島根県庁内

役員改選

（30.…3.19）

３ 島根県教職員組合 S41.…9.20 有
松江市母衣町55

島根県教育会館内

役員改選

（30.…3.26）

７ 島根県教職員協議会 S55.…3.26 無
出雲市大津町2214

出雲市立第一中学校内

役員改選

（29.…5.…8）

８ 島根教職員組合 H…2.…1.26 有
松江市母衣町55-2

教育会館１Ｆ

９
島根県学校事務職員労働

組合
H…2.…5.21 無 松江市浜乃木二丁目８番20号

役員改選

（30.3.…6）

登録
番号 職員団体名 登録年月日 法人格取得

申出の有無 事務所所在地
平成29年度
変更内容

（変更登録年月日）

16 西ノ島町職員組合 S51.…5.20 無
隠岐郡西ノ島町浦郷534の1

西ノ島町役場内

役員改選

（29.…5.18）

18 知夫村職員組合 S52.10.31 無
隠岐郡知夫村1065

知夫村役場内

役員改選

（30.…3.28）
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登録
番号 職員団体名 登録年月日 法人格取得

申出の有無 事務所所在地
平成29年度
変更内容

（変更登録年月日）

31
邑智郡総合事務組合職員

労働組合
H…7.12.20 無

邑智郡川本町大字川下3083-6

邑智郡町村総合事務組合内

役員改選

（29.…7.…3）

（30.…2.26）

33 海士町職員組合 H…8.…7.31 無
隠岐郡海士町大字海士1490

海士町役場内

役員改選

（30.…3.28）

40 隠岐広域連合職員組合 H11.11.18 無
隠岐郡隠岐の島町城北町355

隠岐広域連合立隠岐病院内

役員改選

（29.…8.29）

45 隠岐の島町職員組合 H17.…1.…7 無
隠岐郡隠岐の島町城北町1番地

隠岐の島町役場内

規約改正

役員改選

（29.11.14）

46 邑南町職員組合 H17.…2.22 無
邑智郡邑南町矢上6000

邑南町役場内

役員改選

（30.…2.…1）

48 自治労飯南町職員組合 H17.…4.11 無
飯石郡飯南町下赤名890

飯南町役場赤名庁舎内

役員改選

（30.…2.20）

49 川本町職員組合 H17.…9.30 無
邑智郡川本町大字川本545-1

川本町役場内

51 自治労奥出雲町職員組合 H17.12.…5 無
仁多郡奥出雲町三成358-1

奥出雲町役場仁多庁舎内

役員改選

（29.11.…1）

52 美郷町職員組合 H19.…3.30 無
邑智郡美郷町粕淵168

美郷町役場内

規約改正　

役員改選

（30.…3.28）

53 津和野町職員組合 H24.…7.11 無
鹿足郡津和野町日原54-25

津和野町役場内

54 吉賀町職員組合 H25.…9.11 無
鹿足郡吉賀町六日市750

吉賀町役場内

役員改選

（30.…2.…1）

55
雲南市・飯南町事務組合

職員組合
H27.10.…2 無

雲南市加茂町三代1331-1

雲南市・飯南町事務組合雲南

エネルギーセンター内

規約改正

役員改選

（29.…8.18）
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⑵　職員団体等の規約の認証

平成29年度において、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第４条の規定に基づ

く規約の認証の申請はなかった。

なお、平成29年度末における認証状況は次のとおりである。

⑶　管理職員等の範囲の指定

ア　県　関　係

平成29年度中における管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年島根県人事委員会規則

第22号）の改正の状況は次のとおりである。

イ　受託団体関係

平成29年度中における島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職

員等の範囲を定める規則（昭和41年島根県人事委員会規則第23号）の状況は次のとおりで

ある。

団　　　体　　　名 認証年月日 事務所所在地

全日本自治団体労働組合島根県本部 S54.11.29 松江市中原町14

公布年月日 規則番号 施行年月日
（適用年月日） 改 正 の 概 要

30.…3.30 第８号 30.…4.…1 ・組織改正等に伴う改正

公布年月日 規則番号 施行年月日
改 正 し た
公共団体名

改正の概要

29.…5.23 第17号 29.…5.25 奥出雲町 ・組織改正等に伴う改正

29.…7.28 第20号 29.…7.28 飯南町 ・組織改正等に伴う改正

29.11.…6 第22号 29.11.…6
雲南市・飯南町事務
組合

・管理職員等の範囲を指定
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３　労働基準監督機関の職権行使
⑴　労働基準法別表第１による号別区分

労働基準法、労働安全衛生法等を適用する場合の職員の勤務条件に関する労働基準監督機

関の職権は、地方公務員法第58条第５項の規程により、労働基準法別表第１の第11号、第12

号及びいずれの号にも区分されない事業に従事する職員については、人事委員会またはその

委任を受けた人事委員会の委員が行使することとされている。

県の行う事業が労働基準法別表第１各号に揚げる事業のうちいずれかに該当するかについ

ては、人事委員会が労働局（船舶については運輸局）と協議して決定している。

平成29年度末における号別区分は次のとおりである。

　　　○事業所

号別区分 事　　業　　所　　名 監督機関

第１号 宍道湖流域下水道管理事務所 労働基準監督署

第３号

県土整備事務所（６）　県土整備事務所土木事業所（３）　県土整

備事務所事業所（１）　浜田河川総合開発事務所　隠岐支庁県土

整備局　浜田港湾振興センター

労働基準監督署

第４号 出雲空港管理事務所 労働基準監督署

第６号 林業課（緑化センター管理スタッフ） 労働基準監督署

第７号 畜産技術センター育種改良部 労働基準監督署

第11号 水産技術センター付属漁業無線指導所 人 事 委 員 会

第12号

原子力安全対策課原子力環境センター　自治研修所　消防学校　

美術館　芸術文化センター　保健環境科学研究所　農業技術セン

ター　中山間地域研究センター　農林大学校　畜産課家畜病性鑑

定室　病害虫防除所　畜産技術センター　水産技術センター　同

内水面浅海部浅海科　同内水面科　産業技術センター　同浜田技

術センター　東部高等技術校　西部高等技術校　埋蔵文化財調査

センター　教育センター　同浜田教育センター　東部社会教育研

修センター　西部社会教育研修センター　図書館　西部読書普及

センター　青少年の家　少年自然の家　古代出雲歴史博物館　高

等学校（35）　特別支援学校（12）　警察学校

人 事 委 員 会
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　　　○船　舶

号別区分 船名（総トン数、船員の労務管理をする事務所） 監督機関

第12号

島…根…丸（142.0トン、水産技術センター）

やそしま（…9.10トン、　　〃　内水面浅海部浅海科）

神…海…丸（699.0トン、教育庁本庁（学校企画課））

あわしま（19.00トン、浜田水産高校）

みこしま（19.00トン、隠岐水産高校）

人 事 委 員 会

区　　分
されない
事 業 所

せいふう（125.0トン、知事部局本庁（水産課））

うらかぜ（…20.0トン、浦郷警察署）
人 事 委 員 会

【参考】労働基準法別表第１による事業
第１号　物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破

壊若しくは解体又は材料の変造の事業（電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事
業及び水道の事業を含む。）

第２号　鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
第３号　土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
第４号　道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
第５号　ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
第６号　土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
第７号　動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
第８号　物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
第９号　金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
第10号　映画の制作又は映写、演劇その他興行の事業
第11号　郵便、信書便又は電気通信の事業
第12号　教育、研究又は調査の事業
第13号　病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
第14号　旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
第15号　焼却、清掃又はと畜場の事業

号別区分 事　　業　　所　　名 監督機関

第13号

保健所（８）　島根あさひ社会復帰促進センター診療所　心と体

の相談センター　わかたけ学園　食肉衛生検査所　特別支援学校

寄宿舎（８）

労働基準監督署

区　　分

されない

事 業 所

知事部局本庁　東京事務所　隠岐支庁（県土整備局、保健所を除

く）　県民センター（２）　県民センター事務所（４）　公文書セ

ンター　女性相談センター　同西部分室　児童相談所（４）　農

林振興センター（２）　農林振興センター事務所（４）　家畜保健

衛生所（４）　水産事務所（２）　大阪事務所　広島事務所　教育

庁本庁　教育事務所（５）　警察本部　警察署（12）　議会事務局　

人事委員会事務局　監査委員事務局　労働委員会事務局　島根海

区漁業調整委員会事務局　隠岐海区漁業調整委員会事務局

人 事 委 員 会
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⑵　ボイラー及び第一種圧力容器の検査

労働安全衛生法並びにボイラー及び圧力容器安全規則（昭和47年労働省令第33号）の規定

に基づき検査を行っている。

平成29年度末におけるボイラー等の設置状況は次のとおりである。

　　　○ボイラーの設置状況

事　業　所　名 種　　　類 検査証番号 最高使用圧力 電熱面積

自 治 研 修 所 鋳鉄製前後組合せ型（温水） 第59号 30ｍ 8.66㎡

計　　１事業所 １基

事　業　所　名 種　　　類 検査証番号 最高使用圧力 内容積

隠 岐 水 産 高 校 蒸煮器（円筒型） 第106号 3.0㎏/㎠ 2.07㎥

邇 摩 高 校 蒸煮器（円筒型） 第76号 2.0㎏/㎠ 0.56㎥

農 林 大 学 校 蒸煮器（横置円筒型） 第86号 2.0㎏/㎠ 0.64㎥

出 雲 農 林 高 校 蒸煮器（円筒型） 第72号 2.0㎏/㎠ 0.58㎥

出 雲 農 林 高 校 蒸煮器（円筒型） 第105号 3.0㎏/㎠ 0.64㎥

松 江 農 林 高 校 蒸煮器（角横型） 第102号 1.2㎏/㎠ 1.65㎥

松 江 農 林 高 校 蒸煮器（円筒型） 第103号 3.0㎏/㎠ 0.63㎥

松 江 農 林 高 校 蒸煮器（円筒型） 第104号 3.0㎏/㎠ 0.135㎥

浜 田 水 産 高 校 蒸煮器（横置円筒型） 第87号 7.0㎏/㎠ 0.64㎥

浜 田 水 産 高 校 殺菌器 第114号 0.50MPa 0.61㎥

益 田 翔 陽 高 校 滅菌器（角型） 第98号 1.3㎏/㎠ 1.548㎥

矢 上 高 校 蒸煮器（円筒型） 第101号 2.0㎏/㎠ 0.24㎥

産業技術センター 回転式蒸煮缶 第107号 0.098MPa 0.313㎥

産業技術センター 高圧調理殺菌装置 第108号 0.59MPa 0.246㎥

　　　○第一種圧力容器の設置状況
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事　業　所　名 種　　　類 検査証番号 最高使用圧力 内容積

中山間地域研究センター 加熱器 第111号 2.45MPa 0.171㎥

中山間地域研究センター 加熱器 第112号 2.94MPa 0.015㎥

産業技術センター
浜田技術センター

オートクレーブ 第113号 1.96MPa 0.104㎥

計　11事業所 17基

⑶　労働基準及び労働安全衛生実態調査（事業場調査）の実施状況

労働基準法及び労働安全衛生法に規定された職員の勤務条件等に係る基準の遵守状況、職

員の勤務の実態等を調査することにより、その実態を把握し、労働関係法令の適正な履行を

図るとともに、この調査の過程を通して、制度の趣旨や規制の内容、事業場の長としての責

務などの周知を図り、事業場の主体的な取組を促進し、もって職員の勤務条件の改善及び職

場の安全衛生の確保の推進を図ることを目的として平成26年度から、各事業場の実態調査を

実施している。

平成29年度においては、人事委員会が労働基準監督権限の職権行使をする事業場のうち危

険な業務又は有害な業務のある事業場の一部について実地調査を実施した。

〇調 査 時 期　平成29年12月から平成30年１月にかけて実施

〇対象事業場　知事部局の地方機関３事業場、教育庁本庁、教育委員会の地方機関１事業所、

県立高校８事業場

〇調 査 事 項　クレーンやボイラーの取扱等の危険な業務、有機溶剤や特定化学物質の取扱

等の有害な業務について、法令に従い必要な措置を講じているか
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４　勤務条件等実態調査
　この調査は、地方公務員法第８条第１項第１号及び第２号の規定による人事行政及び勤務条件

等の研究調査の一環として、職員の勤務条件の実態を把握し、職員の適正な勤務条件に関する制

度を検討する基礎資料とするために実施した。

　○調査方法及び調査時期　　書面調査及び総務事務システムデータ抽出集計により平成29年５月

から８月に実施

○対 象 事 業 所　　本県の全事業所（250）及び市町村立学校等（306）

　　　　　　　　　　　　　合計556事業所

　○調 査 事 項　　時間外・休日勤務等の状況、休暇の取得状況など勤務条件に関する

事項

５　勤務時間、休暇等関係規則の改正等の状況
　平成29年度中における状況は、次のとおりである。

　○職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則

　○県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則

公布年月日 規則番号 施行年月日 改 正 の 概 要

30. 3. 9 第１号 30. 4. 1 半日単位の年次有給休暇制度導入に伴う改正

公布年月日 規則番号 施行年月日 改 正 の 概 要

30. 3. 9 第２号 30. 4. 1 半日単位の年次有給休暇制度導入に伴う改正



― 57 ―

氏　　名 委 員 在 任 期 間 左のうち委員長就任期間

中　田　敏　哉 Ｓ26. 6. 5 ～ Ｓ27. 3.31 （１期） Ｓ26. 6. 5 ～ Ｓ27. 3.31 （１）

新　宮　保　重
Ｓ26. 6. 5 ～ Ｓ28. 6. 4
Ｓ28. 7. 1 ～ Ｓ30. 4.19

（２期） Ｓ27. 4. 1 ～ Ｓ28. 6. 4 （２）

松　田　賢　吉
Ｓ26. 6. 5 ～ Ｓ29. 6. 4
Ｓ29. 6. 5 ～ Ｓ31. 9.30

（２期）
Ｓ28. 7. 6 ～ Ｓ29. 7. 7
Ｓ30. 7. 7 ～ Ｓ31. 7. 6

（３）
（５）

手　銭　白三郎
Ｓ27. 4. 1 ～ Ｓ30. 6. 4
Ｓ30. 7. 6 ～ Ｓ34. 7. 5

（２期）
Ｓ29. 7. 8 ～ Ｓ30. 6. 4
Ｓ32. 7. 5 ～ Ｓ33. 7.14

（４）
（７）

太　田　直　行
Ｓ30. 5.19 ～ Ｓ32. 6.30
Ｓ32. 7. 1 ～ Ｓ36. 6.30

（２期）
Ｓ31. 7. 7 ～ Ｓ32. 6.30
Ｓ34. 7.15 ～ Ｓ35. 7.20

（６）
（９）

柳　幸　大　資
Ｓ31.10. 1 ～ Ｓ33. 6. 4
Ｓ33. 6.25 ～ Ｓ37. 6.24

（２期）
Ｓ33. 7.15 ～ Ｓ34. 7.14
Ｓ36.10. 1 ～ Ｓ37. 6.24

（８）
（11）

片　山　義　雄 Ｓ34. 7. 8 ～ Ｓ36. 9.30 （１期） Ｓ35. 7.21 ～ Ｓ36. 9.30 （10）

安　食　義　憲 Ｓ36. 7. 1 ～ Ｓ39. 2. 1 （１期） Ｓ37. 7.19 ～ Ｓ38. 7.25 （12）

岩　田　維　保 Ｓ36.10. 1 ～ Ｓ38. 2. 3 （１期）

遠　藤　剛　一 Ｓ37. 7.14 ～ Ｓ41. 7.13 （１期） Ｓ38. 7.26 ～ Ｓ41. 7.13 （13）

大　井　修　一
Ｓ38. 2.23 ～ Ｓ38. 7. 7
Ｓ38. 7. 8 ～ Ｓ41. 4. 7

（２期）

大　島　六次郎
Ｓ39. 3. 1 ～ Ｓ40. 6.30
Ｓ40. 7. 1 ～ Ｓ44. 6.30
Ｓ44. 7. 1 ～ Ｓ46. 9.29

（３期）
Ｓ41. 9. 1 ～ Ｓ44. 6.30
Ｓ44. 7. 4 ～ Ｓ46. 9.29

（14）
（15）

高　橋　定　一
Ｓ41. 7. 1 ～ Ｓ42. 7. 7
Ｓ42. 7. 8 ～ Ｓ46. 7. 7
Ｓ46. 7.10 ～ Ｓ50. 7. 9

（３期） Ｓ46.10.13 ～ Ｓ50. 7. 9 （16）

武　井　正　臣 Ｓ41. 9. 1 ～ Ｓ45. 8.31 （１期）

堀　江　珪　一 Ｓ45.10. 8 ～ Ｓ49.10. 7 （１期）

山　田　政　治
Ｓ46.10. 1 ～ Ｓ48. 6.30
Ｓ48. 7. 3 ～ Ｓ52. 7. 2

（２期）

三　代　良　信 Ｓ49.10. 9 ～ Ｓ53.10. 8 （１期） Ｓ50. 7.14 ～ Ｓ53.10. 8 （17）

兼　折　　　博 Ｓ50. 7.10 ～ Ｓ54. 7. 9 （１期） Ｓ53.10.11 ～ Ｓ54. 7. 9 （18）

森　脇　　　孝
Ｓ52. 7. 3 ～ Ｓ56. 7. 2
Ｓ58. 7.26 ～ Ｓ62. 7.25
Ｓ62. 7.26 ～ Ｓ63. 5.15

（３期）
（死亡）

Ｓ54. 8. 1 ～ Ｓ56. 7. 2
Ｓ61.10.13 ～ Ｓ62. 7.25

（19）
（24）

（参　考）

　１　歴代人事委員会委員と在任期間 （平成30年５月１日現在）
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氏　　名 委 員 在 任 期 間 左のうち委員長就任期間

高　橋　正　夫 Ｓ53.10. 9 ～ Ｓ57.10. 8 （１期） Ｓ56. 7. 3 ～ Ｓ57.10. 8 （20）

北　川　　　泉 Ｓ54. 7.26 ～ Ｓ58. 7.25 （１期） Ｓ57.10. 9 ～ Ｓ58. 7.25 （21）

田　江　武　彦
Ｓ56. 7. 3 ～ Ｓ60. 7. 2
Ｓ60. 7. 5 ～ Ｈ 1. 7. 4

（２期）
Ｓ58. 8. 2 ～ Ｓ60. 7. 2
Ｓ62. 7.28 ～ Ｓ63.12.22

（22）
（25）

脇　坂　才　夫 Ｓ57.10. 9 ～ Ｓ61.10. 8 （１期） Ｓ60. 7. 5 ～ Ｓ61.10. 8 （23）

星　野　春　雄 Ｓ61.10. 9 ～ Ｈ 2.10. 8 （１期） Ｓ63.12.23 ～ Ｈ 2.10. 8 （26）

中　村　寿　夫

Ｓ63. 7.15 ～ Ｈ 3. 7.25
Ｈ 3. 7.26 ～ Ｈ 7. 7.25
Ｈ 7. 7.26 ～ Ｈ11. 7.25
Ｈ11. 7.26 ～ Ｈ15. 7.25
Ｈ15. 7.26 ～ Ｈ19. 7.25
Ｈ19. 7.26 ～ Ｈ23. 7.25
Ｈ23. 7.26 ～ Ｈ27. 7.25
Ｈ27. 7.26 ～ 現在

（８期）

Ｈ 2.10. 8 ～ Ｈ 3. 7.25
Ｈ 3. 7.29 ～ Ｈ 4. 2.20
Ｈ 6.10.31 ～ Ｈ 7.10. 3
Ｈ10. 8. 4 ～ Ｈ13. 3.31
Ｈ14.10.25 ～ 現在

（27）
（28）
（30）
（32）
（34）

丸　　　磐　根 Ｈ 1. 7. 5 ～ Ｈ 5. 7. 4 （１期）

長谷川　博　憲 Ｈ 2.10. 9 ～ Ｈ 6.10. 8 （１期） Ｈ 4. 2.21 ～ Ｈ 6.10. 8 （29）

竹内　宇右衛門 Ｈ 5. 7. 8 ～ Ｈ 7. 5.15
（１期）
（死亡）

大　澤　亮　三 Ｈ 6.10.11 ～ Ｈ10.10.10 （１期） Ｈ 7.10. 4 ～ Ｈ10. 8. 3 （31）

山　本　隆　志
Ｈ 7. 7. 5 ～ Ｈ 9. 7. 7
Ｈ 9. 7. 8 ～ Ｈ13. 7. 7

（２期）

吉　岡　　　瑩 Ｈ10.10.11 ～ Ｈ14.10.10 （１期） Ｈ13. 4. 1 ～ Ｈ14.10.10 （33）

池　淵　功　二 Ｈ13. 7. 8 ～ Ｈ17. 7. 7 （１期）

後　藤　美　利 Ｈ14.10.11 ～ Ｈ18.10.10 （１期）

林　　　興　平 Ｈ17. 7. 8 ～ Ｈ21. 7. 7 （１期）

清　原　茂　治 Ｈ18.10.11 ～ Ｈ22.10.10 （１期）

猪　野　郁　子
Ｈ21. 7. 8 ～ Ｈ25. 7. 7
Ｈ25. 7. 8 ～ Ｈ29. 7. 7

（２期）

永　田　伸　二 Ｈ22.10.11 ～ Ｈ26.10.10 （１期）

本　間　恵美子 Ｈ26.10.11 ～ 現在

長谷川　眞　二 Ｈ29. 7. 8 ～ 現在
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　２　委員会の構成 （平成30年５月１日現在）

職 氏　　　名 任　　　期 備　　　考

委 員 長 中　村　寿　夫
平27. 7.26
平31. 7.25

弁護士

委 員
（委員長職務代理者）

本　間　恵美子
平26.10.11
平30.10.10

（元）公益財団法人
しまね文化振興財団
八雲立つ風土記の丘所長

委 員 長谷川　眞　二
平29. 7. 8
平33. 7. 7

（元）島根県地域振興部長

　３　事務局職員名簿 （平成30年４月１日現在）

職　　　名 氏　　　名 現所属発令年月日

事 務 局 長 平　 谷　 伸　 吾 平30. 4. 1

企 画 課 長 舟　 木　 秀　 夫 平29. 4. 1

任用グループリーダー 石　 田　 　 強 平30. 4. 1

企 画 員 曽　 田　 紀　 子 平28. 4. 1

企 画 員 大　 島　 千　 晶 平30. 4. 1

主 任 森　 廣　 泰　 章 平29. 4. 1

給与グループリーダー 新　 宮　 幸　 晴 平29. 4. 1

主 幹 清 水 万 由 美 平29. 4. 1

主 任 森　 脇　 美　 穂 平28. 4. 1

主 事 岡　 　 和　 樹 平30. 4. 1
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